
[平成30年５月　様式４]

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

 評価書名

個人住民税の賦課事務　全項目評価書

評価書番号

2

本市は，個人住民税の賦課事務における特定個人情報ファイルの取扱いに
あたり，特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利
益に影響を及ぼしかねないことを認識し，特定個人情報の漏えいその他の
事態を発生させるリスクを低減させるために十分な措置を行い，もって個人
のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

 公表日

柏市長

 個人情報保護委員会　承認日　【行政機関等のみ】

特記事項
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　（別添３）　変更箇所

Ⅵ　評価実施手続

Ⅴ　開示請求、問合せ

Ⅳ　その他のリスク対策

　（別添１） 事務の内容

項目一覧

Ⅰ　基本情報

　（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策
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 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称 個人住民税の賦課事務

 ②事務の内容　※

【概要】
・地方税法に基づき，収集した課税資料から住民税額を計算し賦課する。
・住民からの申請に基づき，住民税情報から各種証明書を発行する。
【処理の流れ】
①住民・国税庁・税務署・企業・年金保険者・他自治体から課税資料（電子データ・紙媒体）を取得する。
②取得した課税資料の一部を委託業者に提供して電子データ化し，申告受付システムに取り込む。
③②で取り込んだデータを委託業者に提供して，賦課情報を作成する。
④賦課に必要な情報（生活保護・障害等）を照会し取得する（対象者が市内在住の場合は宛名システム
経由，市外在住の場合は中間サーバー経由）。
⑤住民登録がない者の情報を住基ネット経由で取得する。
⑥委託業者に賦課情報を提供して，税額通知書を作成する。
⑦課税決定者・年金保険者・各企業へ税額を通知する。
⑧他自治体の資料については当該自治体へ回送する。
⑨作成された賦課情報を中間サーバーに登録する（提供）。
⑩作成された賦課情報を庁内他課へ移転する。
⑪賦課情報に基づき，申請に応じて課税証明書等を発行する。
⑫他自治体等からの照会に回答する。

 ①システムの名称 個人住民税システム

 ②システムの機能

１．課税内容照会機能
　課税台帳から個人の年度毎の所得内容・控除内容・税額等を照会する。
２．１月１日世帯照会機能
　賦課期日時点での世帯状況を照会する。
３．特徴事業所照会機能
　事業所の情報を照会する。
４．各種証明書発行機能
　所得証明書，課税証明書，非課税証明書，賦課状況証明書を発行する。
５．通知書発行機能
　納税通知書，税額変更通知書，特徴税額通知書等を発行する。
６．課税台帳登録機能
　申告書や給与支払報告書の内容に基づき，徴収方法及び課税を決定する。
　修正申告，法定調書，減免審査決定等により，税額を変更する。
７．異動処理機能
　特別徴収義務者からの異動届出書を基に，徴収方法を変更する。
８．年金特徴処理
　年金特徴義務者からの対象者情報に基づき，年金特徴税額を決定する。
　介護保険の停止情報により，年金特徴を停止処理する。
　年金特別徴収の徴収結果により，年金特徴の停止処理をする。

 ③対象人数 [ 30万人以上

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 システム1

＜選択肢＞
1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満
5) 30万人以上

2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

]

○

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 中間サーバー，コンビニ交付システム，申請管理システム

] 庁内連携システム

）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム
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] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム2～5

 システム2

 ①システムの名称 共通宛名システム

 ②システムの機能

１．宛名管理機能
　住民記録システムにより情報移転を行い４情報（氏名，性別，生年月日，住所），その他住民票関係情
報を記録する。住登外者の宛名項目（氏名及び名称，性別，生年月日，住所など）の作成，管理をする。
２．個人番号の保護機能
　個人番号の保護を行うため認証の制御や暗号化をする。
３．宛名連携機能
　同一人の宛名番号を紐付する機能を有し，宛名番号の関連付けしたデータを作成・管理する。中間
サーバーとの連携時には，紐付けした宛名番号から団体内宛名番号を取得する。
４．団体内宛名統合機能
　提供の業務情報（別表２）の情報を受領し，中間サーバー連携機能へ送信する。情報照会の要求（別
表１）の情報を受領し，中間サーバー連携機能へ送信及び受信する。符号付番の際，符号と紐付ける団
体内統合宛名番号を中間サーバーへ送信する。団体内宛名番号と４情報（氏名，性別，生年月日，住
所）を管理し，中間サーバーからの要求に対応する。
５．中間サーバー連携機能
　中間サーバーとのデータ連携により情報送信（提供）及び情報受信（収受）を行う。また，情報送信（提
供）及び情報受信（収受）を行った結果の情報（LOG）を取得する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム3

 ①システムの名称 申告受付システム

 ②システムの機能

１．申告受付支援機能
　住民からの申告内容を登録することで，確定申告書，住民税申告書を作成する。
２．給報（年金）登録機能
　給与支払報告書，公的年金等支払報告書を登録及び訂正する。
３．国税連携データの訂正機能
　国税連携システムからダウンロードしたデータを取り込み，補完，訂正入力をする。
４．作表機能
　申告書データや給与支払報告書データについて，抽出条件を指定して一覧表を作成する。

○

[ ○ ] その他 （ 申請管理システム ）

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 申請管理システム ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム
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] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム4

 ①システムの名称 ｅＬＴＡＸシステム

 ②システムの機能

１．利用届出の審査機能
　eLTAXの利用に当たって，利用者から届け出があった情報を審査，管理する。
２．申告データの審査機能
　納税者から申告されたデータを審査，管理する。
３．申告データの連携機能
　申告データをＣＳＶファイルとして出力し，課税資料データとして連携する。
４．特別徴収税額通知データの送信機能
　特徴徴収義務者に特別徴収税額通知データ，特定個人情報ファイル（本人確認用）を送信する。
５．年金特徴サービス機能
　審査サーバで受信した団体回付データをファイル出力し，基幹システムで作成した団体回付データを
審査サーバへ引き渡す。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム5

 ①システムの名称 国税連携システム

 ②システムの機能

１．国税連携データの管理機能
　国税連携データの検索，詳細表示，帳票印刷，ダウンロードを行う。
２．法定調書データの管理機能
　法定調書データの検索，詳細表示，帳票印刷，ダウンロードを行う。
３．団体間回送機能
　団体間回送受信／送信状況の確認及び団体間回送ファイルの登録を行う。
４．扶養是正情報等のデータ送信機能
　扶養是正情報等データを国税庁へ送信する。
５.住民登録外課税通知データ送受信機能
　住民登録外課税通知データ等を他の自治体との間で送信及び受信を行う。

○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム
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] 庁内連携システム

 システム6～10

 システム6

 ①システムの名称 データ連携システム

 ②システムの機能

１．年金特徴に関する機能
　eLTAXシステムから出力した団体回付データの取込み及び団体回付データの作成を行う。
２．eLTAX申告データに関する機能
　eLTAXシステムより出力した申告データの取込処理，帳票印刷，申告受付システムデータへの変換を
行う。
３．国税連携データに関する機能
　国税連携システムより出力した国税連携データの取込処理，帳票印刷，画像ファイル作成，申告受付
システムデータへの変換を行う。
４．給与支払報告書データ（光ディスク等）に関する機能
　企業等から送付された給与支払報告書データ（光ディスク等）の取込処理，帳票印刷，画像ファイル作
成，申告受付システムデータへの変換を行う。
５．申請管理システムに関する機能
　住民からの電子申告の取込処理，帳票印刷，画像ファイル作成，申告受付システムデータへの変換を
行う。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 申請管理システム ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム7

 ①システムの名称 イメージ検索システム

 ②システムの機能
申告書等の課税資料の画像ファイルを表示及び印刷する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ 申請管理システム ）

] 税務システム
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] 庁内連携システム

 システム8

 ①システムの名称 バックアップシステム

 ②システムの機能

１．データ保管機能
　住民情報系システム（住民記録，住民税，資産税，軽自税，統合収納，統合滞納，共通宛名システム
など）データをリアルタイムに保管し，夜間にデータの正誤性確認を実施し監視している。
２．障害に備えた代替機能
　機器障害などの事態において，課税内容照会や証明書発行を行い，住民税窓口業務への即時対応
ができる。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム9

 ①システムの名称 中間サーバ

 ②システムの機能

１．符号管理機能
　符号管理機能は，情報照会，情報提供に用いる個人の識別子である「符号」と，情報保有機関内で個
人を特定するために利用する「団体内統合宛名番号」とを紐付け，その情報を保管及び管理する。
２．情報照会機能
　情報照会機能は，情報提供ネットワークシステムを介して，特定個人情報（連携対象）の情報照会及び
情報提供受領（照会した情報の受領）を行う。
３．情報提供機能
　情報提供機能は，情報提供ネットワークシステムを介して，情報照会要求の受領及び当該特定個人情
報（連携対象）の提供を行う。
４．既存システム接続機能
　中間サーバー及び既存システム並びに宛名システム及び住民記録システム間で情報照会内容，情報
提供内容，特定個人情報（連携対象），符号取得のための情報等について連携する。
５．情報提供等記録管理機能
　特定個人情報（連携対象）の照会，又は提供があった旨の情報提供等記録を生成し，管理する。
６．情報提供データベース管理機能
　特定個人情報（連携対象）を副本として，保持･管理する。
７．データ送受信機能
　中間サーバーと情報提供ネットワークシステム（インターフェイスシステム）との間で情報照会，情報提
供，符号取得のための情報等について連携する。
８．セキュリティ管理機能
９．職員認証・権限管理機能
　中間サーバーを利用する職員の認証と職員に付与された権限に基づいた各種機能や特定個人情報
（連携対象）へアクセス制御をする。
１０．システム管理機能
　バッチ処理の状況管理，業務統計情報の集計，稼動状態の通知，保管切れ情報を削除する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○
 ③他のシステムとの接続

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （ ）

] 税務システム
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] 庁内連携システム

 システム10

 ①システムの名称 統合収納管理システム

 ②システムの機能

１．賦課データ管理機能
　固定資産・都市計画税，軽自動車税，個人住民税の賦課及び調定管理を行う。
２．納付データ管理機能
　納付された固定資産・都市計画税，軽自動車税，個人住民税の消込処理及び収入管理を行う。
３．督促・催告・還付・充当機能
　賦課データ，納付データにより未過納の抽出及び未納者への督促，過納者への還付・充当の処理を行
う。
４．納付書及び納税証明発行機能
　紛失者などへの再発行納付書を作成する。
　申請による賦課徴収情報に基づく納税証明書等証明書を発行する。
５．口座振替情報管理機能
　振替申請者の対象税目や銀行関連などの情報を管理する。
６．依頼データ作成機能
　各期別ごとに銀行振替データを抽出し依頼データを作成する。
７．結果データからの消込機能
　依頼データと銀行からの結果データにより消込処理データを作成する。
８．振替エラーデータからの通知書作成機能
　振替不能者に対し不能通知を発行する。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

 システム11～15

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム12

 ①システムの名称 共用データベースシステム

 ②システムの機能

１．連携するデータ管理機能
　定められた場所にデータを格納し管理する。
２．セキュリティ機能
　定められた場所へアクセス制限する。
３．連携開始管理機能
　タスクを日々，月々管理し，データの反映する時間を管理する。
４．連携データ監視機能
　移動分として連携する場合は，取得した側からの取得済通知によって，ファイルを削除する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム
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] 庁内連携システム

 システム13

 ①システムの名称 住民基本台帳ネットワークシステム

 ②システムの機能

１．本人確認情報の更新機能
　既存住基システムにおいて住民票の記載事項の変更又は新規作成が発生した場合に，当該情報を元
に市町村ＣＳの本人確認情報を更新し，都道府県サーバへ更新情報を送信する。
２．本人確認機能
　特例転入処理や住民票の写しの広域交付などを行う際，窓口における本人確認のため，提示された
個人番号等をもとに住基ネットが保有する本人確認情報に照会し，確認結果を画面上に表示する。
３．個人番号カードを利用した転入（特例転入）処理機能
　転入の届出を受け付けた際に，併せて個人番号カードが提示された場合，当該個人番号カードを用い
て転入処理を行う。
４．本人確認情報検索機能
　統合端末において入力された４情報（氏名，住所，性別，生年月日）の組合わせをキーに本人確認情
報を検索し，検索条件に該当する本人確認情報の一覧を画面上に表示する。

５．機構への情報照会機能
　全国サーバに対して住民票コード，個人番号又は４情報の組合わせをキーとした本人確認情報照会を
要求し，該当する個人の本人確認情報を受領する。
６．本人確認情報整合機能
　本人確認情報ファイルの内容が，都道府県知事が都道府県サーバにおいて保有している都道府県知
事保存本人確認情報ファイル及び機構が全国サーバにおいて保有している機構保存本人確認情報ファ
イルと整合していることを確認するため，都道府県サーバ及び全国サーバに対し，整合性確認用本人確
認情報を提供する。
７．送付先情報通知機能
　個人番号の通知に係る事務の委任先である機構において，住民に対して番号通知書類（通知カード，
個人番号カード交付申請書等）を送付するため，既存住基システムから当該市町村の住民基本台帳に
記載されている者の送付先情報を抽出し，当該情報を機構が設置･管理する個人番号カード管理システ
ムに通知する。
８．個人番号カード管理システムとの情報連携機能
　機構が設置・管理する個人番号カード管理システムに対し，個人番号カードの交付，廃止，回収又は
一時停止解除に係る情報や個人番号カードの返還情報等を連携する。

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム
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] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム14

 ①システムの名称 コンビニ交付システム

 ②システムの機能

１．発行機能
　・証明書を発行する。
２．連携機能
　・定められた電文レイアウトに基づき，コンビニエンスストアから証明書の申請書データを授受する。
　・証明書データを送信する。
　・発行履歴データを税務システムへ反映する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム15

 ①システムの名称 ＥＵＣシステム

 ②システムの機能

１．データ抽出・出力機能
　基本データリストを利用し、任意の抽出条件に該当する情報（個人番号は含まない）をＣＳＶ形式で出
力する機能
２．認証権限管理機能
　職員の認証及び付与された権限に基づき、機能や基本データリストへのアクセス制限を行う機能
３．ログ管理機能
　抽出を行った日時及び条件の保管並びに操作ログを保管する機能

○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 同一パッケージシステム ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム16～20

 システム16

 ①システムの名称 庁内データ連携システム

 ②システムの機能

１．データ送受信機能
　標準準拠システムが、他の標準準拠システムにデータを送信又は他の標準準拠システムからデータを
受信する機能
２．認証機能
　利用側業務システムを認証する機能
３．連携データ管理機能
　連携の対象となる業務及びファイルを管理する機能
４．連携データ監視機能
　連携ファイル提供及び取得結果のログを管理する機能、実行状況・結果等のモニタリングを行う機能

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ] その他 （ ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○ ] 既存住民基本台帳システム
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] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム17

 ①システムの名称 個人住民税申告ポータル

 ②システムの機能
個人住民税について，オンラインで申告ができる機能

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

] 庁内連携システム

 システム18

 ①システムの名称 マイナポータル申請管理

 ②システムの機能

１．住民向け機能
　本人が受けることができるサービスをオンラインで検索及び申請できる機能
２．地方公共団体向け機能
　住民が電子申請を行った際の申請データ取得画面又は機能を地方公共団体に公開する機能

[ ○ ] その他 （ マイナポータル申請管理 ）

] 税務システム

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [

[ ○ ] その他 （ 個人住民税申告ポータル，申請管理システム ）

] 税務システム

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ] 既存住民基本台帳システム

] 既存住民基本台帳システム

] 庁内連携システム

 システム19

 ①システムの名称 申請管理システム

 ②システムの機能

＜連携機能＞
・マイナポータル申請管理から申請データを取り込む。
・申請データを基幹系業務システムへ送信する。
＜変換機能＞
・住民基本台帳システムと連携し，申請データのシリアル番号を宛名番号に変換する。
＜照会印刷機能＞
・申請データを画面に表示する。
・申請データを申請書様式で印刷する。
＜ステータス管理機能＞
・申請のステータスを管理する。

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （ データ連携システム，マイナポータル申請管理 ）

] 税務システム
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 ５．個人番号の利用　※

 法令上の根拠
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」という。）
第9条第1項　別表24の項
・柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例

 ６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ①実施の有無 [ 実施する

 ３．特定個人情報ファイル名

住民税賦課情報ファイル

 ４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由

 ①事務実施上の必要性 住民税の賦課決定において，住民の所得情報・控除情報を正確に把握する必要がある。

 ②実現が期待されるメリット 正確な所得・控除情報を把握することにより，賦課が正しく行われる。

]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

 ８．他の評価実施機関

－

 ②法令上の根拠

＜提供ができる根拠規定＞
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第１，２，３，４，５，７，１１，１３，１５，２０，２８，３７，
３９，４２，４８，４９，５３，５７，５８，５９，６３，６５，６６，６９，７３，７５，７６，８１，８３，８４，８６，８７，８８，８
９，９０，９１，９２，９６，９８，１０６，１０８，１１５，１２４，１２５，１２９，１３０，１３２，１３７，１３８，１４０，１４
１，１４２，１４４，１４７，１５１，１５２，１５５，１５６，１５８，１６０，１６１，１６３，１６４，１６５，１６６，１６７，１
６８，１６９，１７０，１７１，１７２，１７３項）

＜照会ができる根拠規定＞
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表第４８の項

 ７．評価実施機関における担当部署

 ①部署 財政部市民税課

 ②所属長の役職名 市民税課長
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 （別添1） 事務の内容

（備考）
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[ ○] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所）

 ③対象となる本人の範囲　※ 市民，市外在住の課税対象者，市外在住の被扶養者

 その必要性 住民税の適正な賦課を行うにあたり，特定個人情報が必要。

 ④記録される項目 [ 100項目以上

[ ○

[

[ ] 医療保険関係情報 [

）

3） 50項目以上100項目未満
1） 10項目未満

4） 100項目以上
2） 10項目以上50項目未満

＜選択肢＞

]

] 個人番号 ] その他識別情報（内部番号）

] 連絡先（電話番号等）

] その他住民票関係情報

] 国税関係情報

] 介護・高齢者福祉関係情報

] 障害者福祉関係情報

 ②対象となる本人の数 [ 10万人以上100万人未満

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要
 １．特定個人情報ファイル名

住民税賦課情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※ [ システム用ファイル

] 個人番号対応符号 [ ○

・連絡先等情報

 主な記録項目　※

・識別情報

[ ○ [ ○

○

[ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報 [

[ ○

・業務関係情報

[

[

 その妥当性

○識別情報　対象者を特定するために記録
○連絡先情報　対象者の賦課期日時点での世帯情報及び税額通知の送付先の把握のために記録
○業務関係情報
　・国税関係情報 ：対象者の所得税に係る情報に基づき，住民税の賦課を行うために記録
　・地方税関係情報 ：算出した住民税額に基づき，税額通知・証明書等の帳票印刷を行うために記録
　・障害者福祉関係情報：障害者福祉関連の情報に基づき，控除の確認を行うために記録
　・生活保護関係情報 ：生活保護関連の給付情報に基づき，非課税の判定を行うために記録
　・年金関係情報 ：対象者の年金所得に係る情報に基づき，住民税の賦課及び年金特徴税額の計算を
行うために記録

 全ての記録項目 別添２を参照。

 ⑤保有開始日 平成２７年１０月

[ ] その他 （

[

[

[ ] 雇用・労働関係情報 [ ○

] 災害関係情報

] 学校・教育関係情報

 ⑥事務担当部署 柏市　財政部　市民税課

＜選択肢＞
1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

]

] 健康・医療関係情報] 地方税関係情報

] 年金関係情報

] 児童福祉・子育て関係情報

○ [ ○
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 ３．特定個人情報の入手・使用

 ①入手元　※

[ ○

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

[ ] その他 （ ）

[ ○ ] 民間事業者 （ 企業 ）

[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人

（ 生活支援課・障害福祉課

 ③入手の時期・頻度

○当初賦課時に入手
・申告情報（確定申告・年金支払報告書・給与支払報告書）について， 1月～4月にかけて複数回入手
・生活保護について，3月に入手
・公的年金支払報告書について１月末に入手
・住民税申告書について2月～3月にかけて毎日入手
・１月１日世帯情報ファイルについて，1月にバッチ処理で作成して入手
・年金特別徴収情報ファイルについて，5月に年金保険者から入手
・宛名情報ファイルについて，住民基本台帳が更新される都度，随時入手

○個別的な対応に際して入手
・当初期以降，新規申告及び税額更正に関する申告時に，随時，各種申告書情報を入手
・年金特別徴収情報ファイルについて，6月～4月に毎月入手

○他自治体からの（国税連携システム（eLTAXによる入手）
他自治体が作成した住民登録外課税通知，寄附金税額控除に係る申告特例通知データ等を地方税
ポータルセンタ（eLTAX)を通じて受領している。
・住民登録外課税情報は提出があれば1年を通じて受領している。
・寄附金税額控除に係る申告特例通知情報は１月に受領する。

 ④入手に係る妥当性
申告情報（確定申告書，住民税申告書，年金支払報告書，給与支払報告書）については，制度上定めら
れた時期，頻度，方法にて，住民，国税庁，年金保険者，企業，他自治体から情報提供を受けている。

マイナポータル申請管理

] 情報提供ネットワークシステム

] 庁内連携システム

（ 他自治体 ）

[ ○

[ ○

[

[ ] 電子メール [ ○

] フラッシュメモリ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線
 ②入手方法

[ ○ ] 紙 [ ○

[ ○ ] その他 （ ）

] 本人又は本人の代理人

）

[ ○ ] 行政機関・独立行政法人等 （ 国税庁・年金保険者 ）
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 ⑤本人への明示

本人から直接入手する特定個人情報は，住民税申告書等への記入により，税に関する業務において使
用する事実を確認させている。また，会社等を通じて提出される特定個人情報を伴う給与支払報告書等
の情報については，入手の際に，会社等での給与所得者の扶養控除申告書等の記入により，使用目的
等を明示している。

 ⑥使用目的　※ 各種申告書の受付，住民税額の算出及び通知並びに証明書の発行

 変更の妥当性

 ⑨使用開始日 平成28年1月1日

 ⑧使用方法　※

１．申告情報の取得
・住民，国税庁，企業，年金保険者，他自治体から申告情報を取得する。
・賦課に必要な情報（生活保護，障害等）を照会し取得する。
２．賦課情報を作成・通知する。
・各種申告情報から賦課情報を作成する。
・税額通知作成の委託先に賦課情報を提供する。
・住民，年金保険者，各企業（特別徴収対象者の場合）へ税額を通知する。
３．税証明の発行
・賦課情報に基づき，申請に応じて課税，非課税，所得証明書，賦課状況証明書を発行する。
４．その他の異動
・必要に応じて，徴収方法の変更及び税額更正等を行う。

 情報の突合　※
・申告情報・生活保護関係情報を突合して，非課税者を決定する。【上記２・４】
・申告情報・障害者関係情報を突合して，課税・非課税及び税額を決定する。【上記２・４】

 情報の統計分析
※

課税状況の分析等のため，「市町村課税状況等の調」に供する集計等の各種統計処理を行っている
が，特定の個人を判別するような情報の統計や分析は行っていない。

 権利利益に影響を
与え得る決定　※

 ⑦使用の主体

 使用部署
※

市民税課，沼南支所，収納課，柏市支所出張所条例第２条第２項に規定する出張所

 使用者数 [ 100人以上500人未満
3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

所得額，各種控除額に基づき，住民税額を決定・更正する。
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[
] フラッシュメモ
リ

[ ○

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 委託の有無　※
[ 委託する

 ①委託内容 住民税申告書や給与支払報告書のエントリー及び画像ファイルの作成

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

8

 委託事項1 課税情報のエントリー及び画像ファイルの作成

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

]

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

 対象となる本人の
範囲　※

申告者全員

 その妥当性

・電算処理のため効率かつ正確なデータ化であること。
・データで投入されたものを含めて全てに対し画像ファイルを作成する。
・税務システムの安定した稼働及び専門的な知識を有する民間事業者に委託する。
以上のことから専門業者である必要があり，また，問い合わせ又は修正申告時に迅速に対応できるた
め，必要である。

[ ] その他 （

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 ⑧再委託の許諾方法
再委託の必要がある場合は，事前に委託先と書面による協議を行い，再委託の必要性や業務内容，再
委託先のセキュリティ管理体制を確認した上で許諾している。

 ⑨再委託事項 住民税申告書や紙媒体の給与支払報告書のスキャニング及びデータエントリー

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際には，入札結果として柏市ホームページにて公表している。

 ⑥委託先名 株式会社ディー・エス・ケイ

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託する

再
委
託

2） 再委託しない1） 再委託する]

＜選択肢＞

]

（ ）　件

＜選択肢＞
2） 委託しない1） 委託する

2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

] 紙

] 専用線

）
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 委託事項2

 ①委託内容

・納税通知書等印字プログラム改修
・用紙の作成
・税務システムにて行う各種処理
・バッチ一括処理の実行，帳票等の印刷，帳票等の裁断，封入封緘作業

 委託事項2～5

納税通知書等印字プログラム，税務システムのオペレーション業務

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

]

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ [

[ ] その他 （

 対象となる本人の
範囲　※

特定個人情報ファイルの範囲と同様

 その妥当性

・多量の印刷が短時間で行える機器，裁断機器，封入封緘機器を有し，セキュリティ基準が達成できて
いる設備で作業ができること。
・納税通知書印刷に必要な対応（郵便カスタマバーコード，コンビニ用バーコードなど）ができること。
・税務システムの安定した稼働及び専門的な知識を有する民間事業者に委託する。
以上のことから専門業者である必要があり，また，限られた期間内での作業に対応ができるため，必要
である。

 ③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満

] フラッシュメモ
リ

[

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

] 紙

 ⑨再委託事項
・納税通知書等印字プログラム改修
・バッチ一括処理の実行，帳票等の印刷，帳票等の裁断，封入封緘作業

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際には，入札結果として柏市ホームページにて公表している。

 ⑥委託先名 株式会社ディー・エス・ケイ

再
委
託

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託する

 ⑧再委託の許諾方法
再委託の必要がある場合は，事前に委託先と書面による協議を行い，再委託の必要性や業務内容，再
委託先のセキュリティ管理体制を確認した上で許諾している。

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[

] 専用線

）

2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

]
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 委託事項3

 ①委託内容 システムの運用・保守業務、法制度改正に伴う改修作業

 対象となる本人の
範囲　※

特定個人情報ファイルの範囲と同様

 その妥当性
・法制度改正に伴うシステム改修等を行った場合，本番稼働前に正しく動作することを確認するため。
・システムの安定した稼働及び専門的な知識を有する民間事業者に委託するため。
以上のことから専門業者である必要があり，また，システムの安定稼働が可能であるため，必要である。

システム運用・保守

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

]

]

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際には，入札結果として柏市ホームページにて公表している。

 ⑥委託先名 株式会社ディー・エス・ケイ

再
委
託

 ③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[
 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ [

[ ] その他

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項

（

＜選択肢＞
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満

6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

＜選択肢＞

]

] 紙

] 専用線

）

] 2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞
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遠隔地でのデータ保管

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

＜選択肢＞

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上
4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満

 委託事項4

 ①委託内容 特定個人情報データの滅失等に備えたバックアップデータの保管委託

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ [

[ ] その他 （

] 紙

] 専用線

）

 対象となる本人の
範囲　※

特定個人情報ファイルの範囲と同様

 その妥当性

・災害，その他事故でのデータ喪失時の回復を行うため。
・システムの安定した稼働をするため，復元作業などの専門的な知識を有する民間事業者に委託するた
め。
以上のことから専門業者である必要があり，また，システムの安定稼働にもつながるため，必要である。

 ③委託先における取扱者数 [ 10人未満 ]

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託する

 ⑧再委託の許諾方法
再委託の必要がある場合は，事前に委託先と書面による協議を行い，再委託の必要性や業務内容，再
委託先のセキュリティ管理体制を確認した上で許諾している。

 ⑨再委託事項 バックアップデータの管理

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際には，入札結果として柏市ホームページにて公表している。

 ⑥委託先名 株式会社ディー・エス・ケイ

再
委
託

2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

]

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

]

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]
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 委託事項5

 ①委託内容 eLTAXシステム及び国税連携システムの運用管理に関する委託

地方税電子申告支援サービス運用の管理

 対象となる本人の
範囲　※

公的年金等受給者，確定申告者，ｅＬＴＡＸ利用事業所の申告者

 その妥当性

・ｅＬＴＡＸシステム及び国税連携システムの運用，保守，バージョンアップへの対応が必要であり，専門
的な知識を有することが求められるため。
・システムの安定した稼働をするため，専門的な知識を有する民間事業者に委託するため。
以上のことから専門業者である必要があり，また，システムの安定稼働にもつながるため，必要である。

 ③委託先における取扱者数 [ 10人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの一部

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

]

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際には，入札結果として柏市ホームページにて公表している。

 ⑥委託先名 株式会社　茨城計算センター

再
委
託

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[
 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ [

[ ] その他 （

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

]

）

] 紙

] 専用線

2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

][ 再委託しない ⑦再委託の有無　※
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申告受付事務支援業務

 対象となる本人の
範囲　※

確定申告者及び市民税・県民税申告者（収入のある者）

 その妥当性

・マイナンバー対応に改修した申告受付システムを使用し申告受付を行うことから，システ
ムに不具合が生じた場合などへの迅速な措置対応やシステムの使用方法の指導，運営，管
理体制を万全とする必要があるため。
・また受付システム及び申告受付に使用するその他税システムに精通し，かつ申告受付業務にも精通
する人材の配置が必要であるため。
以上のことから専門業者である必要があり，また，システムの安定稼働にもつながるため，必要である。

 ③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

]

]
2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際には，入札結果として柏市ホームページにて公表している。

 ⑥委託先名 株式会社ディー・エス・ケイ

再
委
託

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[
] フラッシュメモ
リ

[ ○
 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ ○ [

[ ] その他

] 専用線

] 紙

）

5） 500人以上1,000人未満
3） 50人以上100人未満
1） 10人未満

6） 1,000人以上
4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

＜選択肢＞

]

（

] 2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

 委託事項6～10

 委託事項6

 ①委託内容 申告受付事務支援業務委託
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個人住民税特別徴収に係る転勤・退職・切替等入力業務

] その他 （

 委託事項7

 ①委託内容 個人住民税特別徴収に係る転勤・退職・切替等入力業務委託

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

] 専用線

] 紙

）

5） 500人以上1,000人未満
3） 50人以上100人未満
1） 10人未満

6） 1,000人以上
4） 100人以上500人未満
2） 10人以上50人未満

＜選択肢＞

]

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

] 2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

 対象となる本人の
範囲　※

給与所得者

 その妥当性

・入力対象となる異動届及び切替届の件数が大量にあり，限られた期間内に速やかに適正に処理して
いく必要があるため。
・税務システムの安定した運用及び専門的な知識を有する処理が必要であるため。
以上のことから，限られた期間内での作業に対応ができる専門業者への委託が必要である。

 ③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際には，入札結果として柏市ホームページにて公表している。

 ⑥委託先名 株式会社ディー・エス・ケイ

再
委
託

4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満]

1） 1万人未満
＜選択肢＞

5） 1,000万人以上

]
2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

[
] フラッシュメモ
リ

[ ○
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申請管理システム運用保守業務委託

LGWAN回線

] 電子メール [ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[

 その妥当性
申請管理システムの安定的な稼働のための専門的な知識及び技術を有し，かつ，開発元でもあるた
め。

 ②取扱いを委託する特定個
人情報ファイルの範囲

[ 特定個人情報ファイルの全体

 対象となる本人の
数

[ 10万人以上100万人未満

 委託事項8

 ①委託内容 申請管理システム運用措置保守業務委託

 対象となる本人の
範囲　※

個人住民税申告を電子で行う者

 ④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

[ [

[ ○

 ⑦再委託の有無　※ [ 再委託しない

 ⑧再委託の許諾方法

 ⑨再委託事項

 ⑤委託先名の確認方法 委託先が決定した際には，入札結果として柏市ホームページにて公表している。

 ⑥委託先名 株式会社ディー・エス・ケイ

再
委
託

 ③委託先における取扱者数 [ 10人以上50人未満

）

] 紙

] 専用線

（

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満
1） 1万人未満
＜選択肢＞

]

2） 特定個人情報ファイルの一部
1） 特定個人情報ファイルの全体
＜選択肢＞

]

3） 50人以上100人未満
1） 10人未満
＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上5） 500人以上1,000人未満

]

] フラッシュメモ
リ

[

2） 再委託しない1） 再委託する
＜選択肢＞

]

] その他

 委託事項11～15

 委託事項16～20
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] 移転を行っている （ 28 ） 件

[

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

 提供・移転の有無
[ ○ ] 提供を行っている （ 74 ） 件 [ ○

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

厚生労働大臣

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第１項）

 ②提供先における用途
健康保険法第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務又は同
法による保険医若しくは保険薬剤師の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの

[ ] フラッシュメモリ [

1） 1万人未満
＜選択肢＞

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 提供先1

 ②提供先における用途 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

[

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先2～5

全国健康保険協会

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第２項）

[ ] その他 （ ）

] 紙

][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

] 電子メール [

）

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] その他 （

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

] 行っていない

[

]

5） 1,000万人以上
4） 100万人以上1,000万人未満
3） 10万人以上100万人未満
2） 1万人以上10万人未満

 提供先2

25 ページ



10万人以上100万人未満

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

 ②提供先における用途 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

健康保険組合

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第３項）

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ②提供先における用途 恩給法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

総務大臣又は都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第４項）

[ ] その他 （ ）

10万人以上100万人未満 ][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 紙

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

[ ] その他 （ ）

][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 提供先3

 提供先4
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][

 ②提供先における用途
船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

厚生労働大臣

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第５項）

10万人以上100万人未満

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

＜選択肢＞
1） 1万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先6～10

全国健康保険協会

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第７項）

[ ] その他 （ ）

10万人以上100万人未満

] 紙

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 ②提供先における用途
船員保険法による保険給付又は平成十九年法律第三十号附則第三十九条の規定によりなお従前の例
によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付
の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 電子メール [

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

[ ] フラッシュメモリ [

2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[ ] その他 （ ）

] 紙

 提供先5

 提供先6
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都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第１１項）

][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

 ②提供先における用途
児童福祉法による養育里親の認定若しくは養子縁組里親の登録，里親の認定又は障害児入所給付
費，高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

] 電子メール [

] 紙

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第１３項）

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

[ ] その他 （ ）

] 専用線

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

住民税関係情報

10万人以上100万人未満

[ ] フラッシュメモリ

 提供先7

 提供先8

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数
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児童福祉法による障害児通所給付費，特例障害児通所給付費，高額障害児通所給付費，障害児相談
支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第１５項）

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[ ]

 提供先9

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

 ②提供先における用途 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

都道府県知事又は市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第２０項）

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[ ]

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

照会を受けたら都度

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

[ ] その他 （ ）

 提供先10

 ⑦時期・頻度

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ②提供先における用途
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 提供先11～15

市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第２８項）

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

][

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ②提供先における用途 予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

）

照会を受けたら都度

市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第３７項）

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

][

] 紙[

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

] フラッシュメモリ [

] その他 （

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

[ ] その他 （ ）

 ⑥提供方法
] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

] 電子メール [

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

身体障害者福祉法による障害福祉サービス，障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に
関する事務で主務省令で定めるもの

住民税関係情報

10万人以上100万人未満

[

 提供先11

 提供先12

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

 ⑦時期・頻度

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

30 ページ



精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置又は費用の徴収に関する事務であって主
務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

] 紙

都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第３９項）

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ②提供先における用途
生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるも
の

住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

都道府県知事等

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第４２項）

[ ] その他 （ ）

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[ ]

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

] 専用線

[ ] その他 （ ）

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先13

 提供先14

 ③提供する情報

 ②提供先における用途
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10万人以上100万人未満

市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第４８項）

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[ ]

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

[

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境
譲与税に関する法律による地方税若しくは森林環境税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定
めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関
する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 提供先16～20

都道府県知事

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第４９項）

[ ] その他 （ ）

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

住民税関係情報

] その他 （ ）[

 提供先15

 提供先16

 ②提供先における用途

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

 ②提供先における用途

 ③提供する情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数
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 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

 ②提供先における用途 公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

公営住宅法第２条第１６号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第５３項）

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[ ]

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

日本私立学校振興・共済事業団

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第５７項）

[ ] その他 （ ）

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 提供先18

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ②提供先における用途
私立学校教職員共済法による短期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で
定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

] 紙

] 電子メール [

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

[ ] その他 （ ）

[ ] フラッシュメモリ [

[

] 専用線

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ

 提供先17
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厚生労働大臣又は共済組合等

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第５８項）

5） 1,000万人以上

 提供先19

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ②提供先における用途
厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定め
るもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

文部科学大臣又は都道府県教育委員会

 ①法令上の根拠 番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第５９項）

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 紙

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

）

 提供先20

 ⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

申告者とその被扶養者及び市外在住の課税対象者

 ⑥提供方法

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム [

[

 ②提供先における用途
特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関
する事務であって主務省令で定めるもの

 ③提供する情報 住民税関係情報

 ④提供する情報の対象となる
本人の数

10万人以上100万人未満

[

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

[ ] その他 （

] その他 （ ）
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 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の賦課資料がある対象者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[

 ②移転先における用途
 

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③移転する情報 住民税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 移転先1 こども部母子保健課

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第１３項）
柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

1万人未満

 ②移転先における用途

 

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談
支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

 ③移転する情報 住民税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 移転先2～5

 移転先2 福祉部障害福祉課

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第１５項）
柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例

[ ] その他 （ ）

1万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の賦課資料がある対象者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[

[ ] その他 （ ）

 ⑦時期・頻度 当初賦課又は更正時

2） 1万人以上10万人未満

][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
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[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の賦課資料がある対象者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ②移転先における用途 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③移転する情報 住民税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 移転先3 こども部こども福祉課

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第２０項）
柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例

] 紙

][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ②移転先における用途 予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③移転する情報 住民税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 移転先4 健康医療部健康増進課

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第２８項）
柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例

[ ] その他 （ ）

10万人以上100万人未満

] 電子メール [

5） 1,000万人以上

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の賦課資料がある対象者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[

[

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

] その他 （ ）

[ ] フラッシュメモリ [

1万人未満

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線
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 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の賦課資料がある対象者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[

 ②移転先における用途
身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に
関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③移転する情報 住民税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 移転先5 福祉部障害福祉課

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第３７項）
柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例

1万人未満

 ②移転先における用途
生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるも
の

 ③移転する情報 住民税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 移転先6～10

 移転先6 福祉部生活支援課

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第４２項）
柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例

[ ] その他 （ ）

1万人未満[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

（ ）

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の賦課資料がある対象者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ⑦時期・頻度 データ更新時

[ ] その他

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [
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1万人未満

 ②移転先における用途 公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③移転する情報 住民税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 移転先7 都市部住宅政策課

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第５３項）
柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例

[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の賦課資料がある対象者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[

 ②移転先における用途 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③移転する情報 住民税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ⑦時期・頻度 当初賦課又は更正時

 移転先8 学校教育部学校教育課

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第６３項）
柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例

[ ] その他 （ ）

1万人未満 ][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の賦課資料がある対象者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

[ ] その他 （ ）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 電子メール [
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 ②移転先における用途
国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるも
の

 ③移転する情報 住民税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 移転先9 健康医療部保険年金課

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第６９項）
柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例

10万人以上100万人未満 ][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の賦課資料がある対象者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[

[ ] その他 （ ）

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

[ ○ ] 庁内連携システム [

[ ] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 ②移転先における用途
知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に
関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③移転する情報 住民税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ⑦時期・頻度 当初賦課又は更正時

 移転先10 福祉部障害福祉課

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第７５項）
柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

 ⑥移転方法

[ ] その他 （ ）

] 専用線

1万人未満 ][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

個人住民税の賦課資料がある対象者

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度
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 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の賦課資料がある対象者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[

 ②移転先における用途
住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者
に対する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③移転する情報 住民税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 移転先11～15

 移転先11 都市部住宅政策課

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第７６項）
柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例

] 専用線

1万人未満 ][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

）

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [ ] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

5） 1,000万人以上

[ ] その他 （
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 ②移転先における用途 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③移転する情報 住民税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 移転先12 こども部こども福祉課

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第８１項）
柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例

1万人未満

1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

][

[ ] フラッシュメモリ [

][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の賦課資料がある対象者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[

 ②移転先における用途 老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③移転する情報 住民税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ⑦時期・頻度 当初賦課又は更正時

 移転先13 健康医療部高齢者支援課

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第８６項）
柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例

[ ] その他 （ ）

1万人未満

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の賦課資料がある対象者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

[ ] その他 （ ）

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 電子メール [

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

＜選択肢＞
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 ②移転先における用途
母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務であって主
務省令で定めるもの

 ③移転する情報 住民税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 移転先14 こども部こども福祉課

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第８８項）
柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例

1万人未満 ][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の賦課資料がある対象者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

 ②移転先における用途 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③移転する情報 住民税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 移転先15 こども部こども福祉課

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第９０項）
柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例

[ ] その他 （ ）

1万人未満[ ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 紙

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の賦課資料がある対象者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

[ ] その他 （ ）

] 紙
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 移転先16～20

 移転先16 福祉部障害福祉課

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第９１項）
柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例

1万人未満 ][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の賦課資料がある対象者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ②移転先における用途
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

 ③移転する情報 住民税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ②移転先における用途
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六
十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定め
るもの

 ③移転する情報 住民税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 移転先17 福祉部障害福祉課

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第９２項）
柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

）

1万人未満

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の賦課資料がある対象者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[

 ⑦時期・頻度 当初賦課又は更正時

[ ] その他 （ ）

] 電子メール [

[ ] その他 （

5） 1,000万人以上

][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上
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 ②移転先における用途 母子保健法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③移転する情報 住民税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 移転先18 こども部母子保健課

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第９６項）
柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例

1万人未満 ][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の賦課資料がある対象者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[ ] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

3） 10万人以上100万人未満

 ②移転先における用途 児童手当法による児童手当又は旧特例給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③移転する情報 住民税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

 移転先19
こども部こども福祉課，総務部給与厚生室，教育総務部教育総務課，学校教育部柏市立柏高等学校，
消防局総務課，上下水道局総務課

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第１０６項）
柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例

[ ] その他 （ ）

10万人以上100万人未満 ][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 紙

] 電子メール [

[ ] フラッシュメモリ [

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の賦課資料がある対象者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

 ⑦時期・頻度 当初賦課又は更正時

[ ] その他 （ ）
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 ②移転先における用途
災害弔慰金の支給等に関する法律による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資
金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの

 ③移転する情報 住民税関係情報

 ④移転する情報の対象となる
本人の数

 移転先20 福祉部福祉政策課

 ①法令上の根拠
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条の表（第１０８項）
柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条例

1万人未満 ][

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

 ⑦時期・頻度 照会を受けたら都度

[ ] その他 （ ）

[

 ⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税の賦課資料がある対象者

 ⑥移転方法

[ ○ ] 庁内連携システム [

[ ] フラッシュメモリ

[

] 紙

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 専用線

] 電子メール [

45 ページ



 ７．備考

 ６．特定個人情報の保管・消去

 ①保管場所　※

＜課内における措置＞
紙媒体による課税資料は，事務処理の段階ごとに，課員以外が立ち入ることのできない事務室内に保
管場所を定めており，漏えい・紛失を防止している。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバー・プラットフォームはデータセンターに設置しており，データセンターへの入館及びサー
バー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は，サーバー室に設置された中間サーバーのデータベース内に保存され，バックアップ
もデータベース上に保存される。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事
業者が実施する。なお，クラウド事業者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービス事業者であり，セ
キュリティ管理策が適切に実施されているほか，次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017，ISO/IEC27018 の認証を受けていること。
・日本国内でのデータ保管を条件としていること。
②特定個人情報は，クラウド事業者が管理するデータセンター内のデータベースに保存され，バックアッ
プも日本国内に設置された複数のデータセンターのうち本番環境とは別のデータセンター内に保存され
る。

＜データセンターにおける措置＞
・セキュリティゲートにて入退館管理をしている建物内のうち，さらに厳格な入退室管理を行っている区画
に設置したサーバ内に保管。（サーバ室への入室は静脈認証）

 ②保管期間

 期間 [ 6年以上10年未満
9） 20年以上
6） 5年
3） 2年

8） 10年以上20年未満
5） 4年
2） 1年

7） 6年以上10年未満
4） 3年
1） 1年未満

 その妥当性 地方税法上，最長の更正期限が法定納期限の翌日から７年間であるため

 ③消去方法

・保存期間を過ぎた申請書・帳票等，紙媒体の特定個人情報については，外部業者による溶解処理を
行い廃棄する。
・特定個人情報等の重要な情報資産については，物理的破壊又はデータ消去ソフトの使用により，情報
資産を復元できないように消去を行うことをルール化している。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施されるため，通常，中間サーバー・プ
ラットフォームの保守・運用を行う事業者が特定個人情報を消去することはない。
②ディスク交換やハード更改等の際は，中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者にお
いて，保存された情報が読み出しできないよう，物理的破壊又は専用ソフト等を利用して完全に消去す
る。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの操作によって実施される。地方公共団体の業務データ
は国及びガバメントクラウドのクラウド事業者にはアクセスが制御されているため特定個人情報を消去
することはない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置等を障害やメンテナンス等により交換する際にデータの
復元がなされないよう，クラウド事業者において，NIST 800-88，ISO/IEC27001等にしたがって確実に
データを消去する。
③既存システムについては，地方公共団体が委託した開発事業者が既存の環境からガバメントクラウド
へ移行することになるが，移行に際しては，データ抽出及びクラウド環境へのデータ投入，並びに利用し
なくなった環境の破棄等を実施する。

＜選択肢＞

10） 定められていない

]
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 （別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

＜＜住民税賦課情報＞＞
（１．課税年度，２．宛名番号，３．履歴連番，４．課税番号，５．調定年度，６．指定整理番号，７．通知書番号（現年），８．普徴事業所番号，９．徴収区
分，１０．差額徴収，１１．バッチ処理済サイン，１２．削除サイン，１３．一般給与収入，１４．内特徴給与収入，１５．特定支出合計額，１６．給与所得，１
７．年金収入，１８．公的年金控除額，１９．公的年金控除後の額，２０．雑その他所得　有無サイン，２１．雑その他所得，２２．雑所得　有無サイン，２３．
雑所得，２４．営業等所得　有無サイン，２５．営業等所得，２６．農業所得　有無サイン，２７．農業所得，２８．不動産所得　有無サイン，２９．不動産所
得，３０．上場株式等の配当所得　有無サイン，３１．上場株式等の配当所得，３２．利子所得　有無サイン，３３．利子所得，３４．配当所得（株式）　有無
サイン，３５．配当所得（株式），３６．配当所得（投資信託）　有無サイン，３７．配当所得（投資信託），３８．配当所得（外貨建）　有無サイン，３９．配当所
得（外貨建），４０．配当所得（その他）　有無サイン，４１．配当所得（その他），４２．総合譲渡・一時　有無サイン，４３．総合譲渡・一時，４４．総合譲渡
（短期）　有無サイン，４５．総合譲渡（短期），４６．総合譲渡（長期）　有無サイン，４７．総合譲渡（長期），４８．一時所得　有無サイン，４９．一時所得，５
０．土地等　有無，５１．土地等（Ｋ），５２．土地等　超短期　有無，５３．土地等　超短期（Ｊ），５４．分離短期譲渡（一般）　有無サイン，５５．分離短期譲
渡（一般），５６．分離短期譲渡（軽減）　有無サイン，５７．分離短期譲渡（軽減），５８．分離長期譲渡（一般）　有無サイン，５９．分離長期譲渡（一般），６
０．分離長期譲渡（特定）　有無サイン，６１．分離長期譲渡（特定），６２．分離長期譲渡（軽減）　有無サイン，６３．分離長期譲渡（軽減），６４．分離長期
譲渡（軽課）　有無サイン，６５．分離長期譲渡（軽課），６６．山林所得 有無サイン，６７．山林所得，６８．退職所得 有無サイン，６９．退職所得，７０．株
式等譲渡所得（未公開分）　有無サイン，７１．株式等譲渡所得（未公開分），７２．株式等譲渡所得（上場分）　有無サイン，７３．株式等譲渡所得（上場
分），７４．先物取引所得　有無サイン，７５．先物取引所得，７６．免税所得　有無サイン，７７．免税所得，７８．非課税所得　有無サイン，７９．非課税所
得，８０．肉用牛の売却による所得（牛全体），８１．肉用牛の特例適用サイン（所得税），８２．肉用牛の特例適用サイン（住民税），８３．免税対象外肉用
牛の売却価額，８４．繰越損失・純，８５．繰越損失・雑，８６．繰越損失・株式等譲渡，８７．繰越損失・先物取引，８８．繰越損失・居住用，８９．損益通算
可能額，９０．分離短期譲渡（一般）特別控除前　有無サイン，９１．分離短期譲渡（一般）特別控除前，９２．分離短期譲渡（軽減）特別控除前　有無サイ
ン，９３．分離短期譲渡（軽減）特別控除前，９４．分離長期譲渡（一般）特別控除前　有無サイン，９５．分離長期譲渡（一般）特別控除前，９６．分離長期
譲渡（特定）特別控除前　有無サイン，９７．分離長期譲渡（特定）特別控除前，９８．分離長期譲渡（軽減）特別控除前　有無サイン，９９．分離長期譲渡
（軽減）特別控除前，１００．分離長期譲渡（軽課）特別控除前　有無サイン，１０１．分離長期譲渡（軽課）特別控除前，１０２．受給者番号，１０３．総所得
金額，１０４．合計所得金額（特控後・繰控後），１０５．合計所得金額（特控前・繰控前），１０６．雑損控除，１０７．医療費控除，１０８．社会保険料控除，
１０９．小規模共済掛金控除，１１０．生命保険，１１１．損害保険／地震保険控除，１１２．寄付金控除，１１３．妻・夫ありサイン，１１４．控除対象配偶者
サイン，１１５．配偶者特別控除額，１１６．配偶者特別控除サイン，１１７．老人扶養人数，１１８．老人扶養内同居人数，１１９．特定扶養人数，１２０．一
般扶養人数，１２１．年少扶養人数，１２２．障害特別人数，１２３．障害特別内同居人数，１２４．障害普通人数，１２５．本人障害者サイン，１２６．本人未
成年サイン，１２７．本人老年者サイン，１２８．本人寡婦・夫サイン，１２９．本人勤労学生サイン，１３０．基礎控除，１３１．所得控除額合計（住民税），１
３２．総所得　課税標準額，１３３．総所得　所得割　市，１３４．総所得　所得割　県，１３５．免税外肉用牛の売却価額　課税標準額，１３６．免税外肉用
牛　所得割　市，１３７．免税外肉用牛　所得割　県，１３８．土地等　課税標準額，１３９．土地等　所得割　市，１４０．土地等　所得割　県，１４１．土地等
超短期　課税標準額，１４２．土地等　超短期　所得割　市，１４３．土地等　超短期　所得割　県，１４４．分離短期　一般　課税標準額，１４５．分離短期
一般所得割　市，１４６．分離短期　一般　所得割　県，１４７．分離短期　軽減　課税標準額，１４８．分離短期　軽減　所得割　市，１４９．分離短期　軽減
所得割　県，１５０．分離長期　一般　課税標準額，１５１．分離長期　一般　所得割　市，１５２．分離長期　一般　所得割　県，１５３．分離長期　特定　課
税標準額，１５４．分離長期　特定　所得割　市，１５５．分離長期　特定　所得割　県，１５６．分離長期　軽減　課税標準額，１５７．分離長期　軽減　所得
割市，１５８．分離長期　軽減　所得割　県，１５９．分離長期　軽課　課税標準額，１６０．分離長期　軽課　所得割　市，１６１．分離長期　軽課　所得割
県，１６２．山林　課税標準額，１６３．山林　所得割　市，１６４．山林　所得割　県，１６５．退職　課税標準額，１６６．退職　所得割　市，１６７．退職　所
得割県，１６８．株式譲渡　未公開分　課税標準額，１６９．株式譲渡　未公開分　所得割　市，１７０．株式譲渡　未公開分　所得割　県，１７１．株式譲渡
上場分　課税標準額，１７２．株式譲渡　上場分　所得割　市，１７３．株式譲渡　上場分　所得割　県，１７４．先物取引　課税標準額，１７５．先物取引
所得割　市，１７６．先物取引　所得割　県，１７７．税額控除前所得割計　市，１７８．税額控除前所得割計　県，１７９．人的控除差額合計，１８０．人的
控除の調整控除額　市，１８１．人的控除の調整控除額　県，１８２．人的控除の調整控除後所得割　市，１８３．人的控除の調整控除後所得割　県，１８
４．税額控除　市，１８５．税額控除　県，１８６．税額控除後所得割計　端処前　市，１８７．税額控除後所得割計　端処前　県，１８８．税額控除後所得割
計　端処後　市，１８９．税額控除後所得割計　端処後　県，１９０．配当控除後所得割　市，１９１．配当控除後所得割　県，１９２．住宅借入金等特別税
額控除市，１９３．住宅借入金等特別税額控除　県，１９４．住借控除後所得割　市，１９５．住借控除後所得割　県，１９６．外国税額控除後所得割　市，
１９７．外国税額控除後所得割　県，１９８．特別減税額　市，１９９．特別減税額　県，２００．特減後所得割計　端処前　市，２０１．特減後所得割計　端
処前　県，２０２．６５歳以上控除額　市，２０３．６５歳以上控除額　県，２０４．６５歳以上減額サイン，２０５．６５歳控除後所得割計　端処前　市，２０６．６
５歳控除後所得割計　端処前　県，２０７．減額申告サイン，２０８．減額該当サイン，２０９．減額すべき額　市，２１０．減額すべき額　県，２１１．翌年繰
越損失（先物損失），２１２．翌年繰越損失（株式等損失），２１３．配当割・譲渡割合計額　市，２１４．配当割・譲渡割合計額　県，２１５．配割・譲割控除
後所得割計　端処前　市，２１６．配割・譲割控除後所得割計　端処前　県，２１７．所得割計　市，２１８．所得割計　県，２１９．控除不足額　市，２２０．控
除不足額　県，２２１．控除不足額，２２２．均等割　市，２２３．均等割　県，２２４．計算年税額，２２５．減免額，２２６．所得割減免額　市，２２７．所得割
減免額　県，２２８．均等割減免額　市，２２９．均等割減免額　県，２３０．特別徴収税額（充当前），２３１．特別徴収税額（充当額），２３２．特別徴収税額
（充当後），２３３．普通徴収税額（充当前），２３４．普通徴収税額（充当額），２３５．普通徴収税額（充当後），２３６．年税額，２３７．還付充当該当サイ
ン，２３８．還付充当額，２３９．税額６月（充当前），２４０．税額７月（充当前），２４１．税額８月（充当前），２４２．税額９月（充当前），２４３．税額10月（充
当前），２４４．税額11月（充当前），２４５．税額12月（充当前），２４６．税額１月（充当前），２４７．税額２月（充当前），２４８．税額３月（充当前），２４９．税
額４月（充当前），２５０．税額５月（充当前），２５１．充当額６月，２５２．充当額７月，２５３．充当額８月，２５４．充当額９月，２５５．充当額10月，２５６．充
当額11月，２５７．充当額12月，２５８．充当額１月，２５９．充当額２月，２６０．充当額３月，２６１．充当額４月，２６２．充当額５月，２６３．税額６月（充当
後），２６４．税額７月（充当後），２６５．税額８月（充当後），２６６．税額９月（充当後），２６７．税額10月（充当後），２６８．税額11月（充当後），２６９．税額
12月（充当後），２７０．税額１月（充当後），２７１．税額２月（充当後），２７２．税額３月（充当後），２７３．税額４月（充当後），２７４．税額５月（充当後），２
７５．税額１期（充当前），２７６．税額２期（充当前），２７７．税額３期（充当前），２７８．税額４期（充当前），２７９．税額５期（充当前），２８０．税額６期（充
当前），２８１．税額７期（充当前），２８２．税額８期（充当前），２８３．税額９期（充当前），２８４．税額10期（充当前），２８５．税額11期（充当前），２８６．税
額12期（充当前），２８７．税額現随（充当前），２８８．充当額１期，２８９．充当額２期，２９０．充当額３期，２９１．充当額４期，２９２．充当額５期，２９３．充
当額６期，２９４．充当額７期，２９５．充当額８期，２９６．充当額９期，２９７．充当額10期，２９８．充当額11期，２９９．充当額12期，３００．充当額現随
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 必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

・他団体からの申告情報の入手については，あらかじめ定められたインタフェースに基づいて情報を取得
するため，必要な情報以外を入手することはない。
・住民からの申告情報の入手については，必要な情報のみを記載・入力する様式とし，必要な情報以外
を入手することはない。

 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

・住民からの申告情報の入手については，本人の個人番号カード又は通知カード，身分証明書の提示や
窓口での聞き取りにより，本人確認を行い，対象者であることを確認している。また，代理人による申告の
場合には，代理人が住民票上同世帯にいる場合は，身分証明書の提示等で代理人の身元確認を行い，
それ以外の代理人の場合には，身分証明書の提示等とともに委任状の提示を求め，代理権及び代理人
の身元確認を行った上で，申告者本人の番号確認を行い対象者以外の情報の入手を防止している。
・住民税申告を受け付ける際は，申告者本人の住所・氏名（カナ）・生年月日の印字された申告書用紙を
使用するとともに，漢字氏名を記入させることにより，申請者が代理人であっても，当該用紙に記入する
内容は申告者本人の情報であることを事前に注意喚起している。
・他団体からの申告情報の入手については，1件ごとに基本4情報に基づいて柏市の課税対象者と合致
するかを確認している。
・申請時に個人番号付電子申請データに電子証明書を付与することで，本人以外のなりすましを防止す
る。

 １．特定個人情報ファイル名

住民税賦課情報ファイル

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 入手の際の本人確認の措置
の内容

・住民からの申告情報の入手については，本人の個人番号カード又は通知カード，身分証明書等の提示
（郵送の場合は写しの添付）や窓口での聞き取りにより，本人確認を行う。また，電子申告の場合は，住
民が個人住民税申告ポータルからマイナポータル申請管理へ個人番号付電子申請データを送信するに
当たり，個人番号カードの署名用電子証明書による電子署名を付与する措置が取られている。

 個人番号の真正性確認の措
置の内容

・住民からの申告情報の入手については，本人の個人番号カード又は通知カード，身分証明書の提示や
窓口での聞き取り，個人番号付電子申請データの受信に基づき，宛名管理システム等と照合することに
より個人番号の真正性確認を行っている。
・他団体からの申告情報の入手については，1件ごとに基本4情報に基づいて柏市の課税対象者と合致
するかを確認している。

 特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

・入手した情報については，窓口での聞き取りや添付書類との照合等を通じて確認することで正確性を確
保している。
・収集した情報に基づいて，間違いがあれば職員が職権で適宜修正することで正確性を確保している。
・個人番号カード内の記憶領域に格納された個人番号を申請フォームに自動転記を行うことにより，不正
確な個人番号の入力を抑止する措置を講じている。

 リスク２：　不適切な方法で入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

・企業及び年金保険者からの支払報告書の情報は，専用線を経由して入手するとともに，外部媒体の使
用を必要最低限に制限し，詐取・奪取が行われないようにしている。
・住民から申告書を入手する際には，賦課の資料となる旨を説明する。
・住民が個人住民税申告ポータルから個人番号付電子申請データを送信するためには，個人番号カード
の署名用電子証明書による電子署名を付すこととなり，後に署名検証も行われるため，本人からの情報
のみが送信される。
・申請データは，マイナポータル申請管理以外の方法では入手できない。
・システムを利用する職員を限定し，利用者権限を設定することによって入手可能な情報に制限をかけ
る。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞
]

]

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

・外部媒体を使用せず，紛失を防止している。
・紙媒体による課税資料は，事務処理の段階ごとに事務室内に保管場所を定めており，漏えい・紛失を
防止している。
・職員間で周知を行い，共通認識を図っている。
・マイナポータル申請管理と地方公共団体との間は，LGWAN回線を用いた暗号化通信を行うことで，外
部からの盗聴，漏えい等が起こらないようにしており，さらに通信自体も暗号化している。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である
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 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

 ユーザ認証の管理 [ 行っている

 宛名システム等における措置
の内容

・宛名システムにおいて，個別業務において管理する特定個人情報を保持しない。

 事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

・住民税システムから他のシステムへの特定個人情報の連携は，情報照会に必要となる情報のみに制
限する。

 その他の措置の内容

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞

]

 具体的な管理方法

(1)発効管理
・ユーザIDの発効は，正規職員については人事情報に基づき，非正規職員については業務主管課から
の申請に基づき，市の情報セキュリティ管理者が発効を行い，一元管理している。
・個人住民税システムへのアクセス権限については，発効されたユーザIDに基づき，業務主管課の情報
管理者が発効を行い，一元管理している。
(2)失効管理
・失効についても上記と同様であるが，特に，非正規職員のユーザIDについては有効期限を設定し，期
限到来により自動的に失効するようにしている。

 アクセス権限の管理 [ 行っている

 具体的な管理方法
・個人住民税システムにおいて，ユーザID及びパスワードにより利用権限を付しているため，権限のない
機能は利用できない。

 アクセス権限の発効・失効の
管理

[ 行っている
＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

＜選択肢＞
1） 行っている 2） 行っていない

]

]

 具体的な管理方法

・共有IDは発行せずに，各個人に対して発行している。
・アクセス権限を失効した場合は，速やかに管理者がアクセス権限を削除する。
・パスワード期限の設定をしており，定期的に新たなパスワードを設定する必要性がある。また，過去に
設定した同一のパスワードは使用できないようにしている。

 特定個人情報の使用の記録

 具体的な方法

・ユーザＩＤとともに，個人住民税システム内での特定個人情報の更新・参照・発行の記録をログとして保
管している。
・確認が必要な場合には，当該ログを確認できる仕組みとしている。
・当該データに係る文書保存期間中はアクセスログを保管する。

記録を残している[
2) 記録を残していない1） 記録を残している

＜選択肢＞
]

 リスクに対する措置の内容

・賦課担当課においては，外部媒体へのデータのコピーは制御されており，持ち出せないようにしてい
る。
・その他関係部署は，閲覧のみに制限されており，データにアクセスできないようにしている。
・職員に対して個人情報保護に関する研修を行う。
・非正規職員は，契約時に，業務上知り得た情報の業務外利用の禁止に関する条項を含む承諾書に署
名をする。
・アクセスログの管理を行っており，業務外利用をした場合には特定可能であることを職員に周知し，事
務外の利用を抑止している。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

2） 十分である1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

＜選択肢＞
]

 リスク３：　従業者が事務外で使用するリスク

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

・個人番号の使用権限がない職員が当該ファイルにアクセスしても，個人番号は表示しない。
・住民情報系システム端末は限定し，未使用時にはスクリーンセイバーなどを利用して，使用できないようにする。また，スクリーンセイ
バーなどを解除する際は再度ＩＤ／パスワード入力を行うようにしている。
・特定個人情報が表示された画面のハードコピーの取得は事務処理に必要となる範囲とする。

 ３．特定個人情報の使用

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞
]

]

 リスク４：　特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク

 リスクに対する措置の内容

・バックアップファイルの取得は入退室管理をしているデータセンタでの作業に限定されている。
・委託先には，規定する契約の目的以外に使用すること，及び市が承認していないデータ等を複写し，又
は複製することを禁止している。
・特定個人情報を取り扱う端末はＵＳＢによる外部接続ができず，その他すべての外部媒体も使用させな
いことにより，漏えいを防止している。
・正当な理由が無く第三者へ提供した場合の罰則を定めており，研修等により周知・指導することでリス
クを抑制している。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である
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 委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
 委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
 委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
 委託契約終了後の不正な使用等のリスク
 再委託に関するリスク

 情報保護管理体制の確認

 特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限

] 委託しない

[ 制限している

・委託先を選定する際に，プライバシーマークの認定取得，もしくは，ISMS認証の取得を要件としている。

[ ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

2） 制限していない1） 制限している
＜選択肢＞

]

 具体的な制限方法
・委託先での作業については，特定個人情報取扱いの管理体制，管理者の名簿提出及び取扱者の名簿
作成と柏市の求めに応じた提出を義務つけており，特定個人情報ファイルへのアクセス可能な作業者数
を最小限にしている。

 特定個人情報ファイルの取扱
いの記録

[ 記録を残している

]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

2） 記録を残していない1） 記録を残している
＜選択肢＞

]

 具体的な方法
・委託先での作業については，特定個人情報ファイルを使用した業務についての従事者，従事日時等を
記録すること，柏市の求めに応じて提出する義務があることをを契約内容に含めている。
・記録した情報は，特定個人情報の保管期間の定めのとおり管理・保管する。

 特定個人情報の提供ルール [ 定めている

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

 委託先から他者への
提供に関するルールの
内容及びルール遵守の
確認方法

・他者（再委託先）への特定個人情報の提供の際には，再委託の必要性，選定基準，再委託先での管理
方法，再委託先のセキュリティ管理体制等の報告を受け，問題がない場合に限り，承認している。
・また，委託先による再委託先の管理がルールどおりに実施されていることの報告を受けている。

 委託元と委託先間の
提供に関するルールの
内容及びルール遵守の
確認方法

・委託先へ特定個人情報を提供する際には，暗号化した上で提供している。
・委託先へのデータ搬送においては，施錠可能なケースに電子媒体を格納した上で実施することを義務
付けている。
・漏えい防止や媒体搬送の安全確保等は契約事項であるため，遵守の確認については，業務完了報告
書等にて行う。

 特定個人情報の消去ルール [ 定めている

 規定の内容

機密保持契約として以下を定めている。
・個人情報の意図的な漏洩の禁止
・契約の目的外での個人情報の使用，又は第三者への提供の禁止
・漏洩，滅失，又はき損その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置の実施
・事前の承諾のない再委託又は下請けの禁止
・個人情報の無断複写・複製の禁止
・個人情報の適切な管理に支障が生じた場合等の報告義務
・契約終了後の個人情報の返却又は廃棄若しくは消去の義務
・個人情報が記録された媒体の搬送時における安全確保措置の実施
・個人情報の管理状況が不適切である場合における発注者の指示に従う義務
・契約事項違反に係る契約解除及び損害賠償に関する規定
・従業者の監督義務
・再委託先の監督義務
・個人情報の取り扱いに係る報告の徴収

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
確保

[ 十分に行っている

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

・委託先は，当該委託契約により行う業務の終了後，発注者と協議の上，個人情報が記録された媒体を
直ちに発注者に返却し，又は社会通念上確実な方法による廃棄もしくは消去をしなければならない旨を
契約書に明記している。
・上記は契約事項となるため，遵守の確認については，業務完了報告書等にて行う。

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

定めている[

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている

]
4） 再委託していない
2） 十分に行っている

＜選択肢＞

]

 具体的な方法
・再委託を行う場合には、上記と同様の機密保持契約の遵守を規定しており、委託先から適宜報告を受
け、改善の必要がある場合には改善の指示を行い、改善結果の報告を受けている。

 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞
]

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置
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 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 特定個人情報の提供・移転に
関するルール

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

・「提供」については，番号法等関係法令で定められた事項についてのみ行う。
・「移転」については，柏市データ保護規程に基づき，事前にデータ利用の申出書を情報政策主管課に提
出を義務付けるとともに,特定個人情報保護評価統括担当課において移転の適否を審査する。

定めている[ ]
1） 定めている 2） 定めていない
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 リスク３：　誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

・国税庁（国税連携システム），一般社団法人地方税電子化協議会（ｅＬＴＡＸシステム）の連携，申請管理
システムについては，限定された環境で行い，また情報の提供・収受についても，あらかじめ定められた
方法で行っているために誤った情報，誤った相手とやり取りすることがない。
・庁内データ連携システム等を使用するデータは，予め定めた仕様に基づきデータ提供・収受をしている
ため，誤った情報，誤った相手とやり取りすることがない。
・情報連携する相手先は法令で定められた機関又は市が認めた機関に限定している。また，相手先との
通信では相互認証を行い，認証できない相手先との連携は認めない。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク２：　不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

・不正なアクセスに対してアクセスを許可していない。
・指定した端末，アクセスルートでのみ提供できる制御を行っている。
・「提供」については，番号法等関係法令で定められたものに該当するか確認の上，提供を行う。
・「移転」については，情報政策担当課に届出のあった事項・方法についてのみ行えるよう制御を行う。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対す
る措置

 具体的な方法

・ｅＬＴＡＸシステム，国税連携システムとのデータ連携システム，申請管理システムにおいて，操作した動
作記録（ユーザＩＤ，日時，該当者，動作目的など）を残している。
・庁内データ連携システム等を使用して，データ連携している場合は操作した動作記録（ユーザＩＤ，日
時，該当者，動作目的など）を残している。
・記録した情報は，特定個人情報の保管期間の定めのとおり管理・保管する。

] 提供・移転しない

記録を残している[

[

 リスク１：　不正な提供・移転が行われるリスク

 特定個人情報の提供・移転の
記録

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）

1） 記録を残している 2） 記録を残していない
＜選択肢＞

]
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 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>
①情報照会機能により，情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には，情報提供許可証の発
行と照会内容の照会許可用照合リストとの照合を情報提供ネットワークシステムに求め，情報提供ネット
ワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。つまり，番号法上認
められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備ており，目的外提供やセキュリティリスクに対応してい
る。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能では，ログイン時の職員認証の他に，ログイン・ログアウトを
実施した職員，時刻，操作内容の記録が実施されるため，不適切な接続端末の操作や，不適切なオンラ
イン連携を抑止する仕組みになっている。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

] 接続しない（提供）[] 接続しない（入手）[ ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている

 リスク３：　入手した特定個人情報が不正確であるリスク

 リスクに対する措置の内容

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>
①中間サーバーは，特定個人情報保護委員会との協議を経て，総務大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用して，情報提供用個人識別符号により紐付けけられた照会対象に係る特定
個人情報を入手するため，正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク２：　安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>
①中間サーバーは，特定個人情報保護委員会との協議を経て，総務大臣が設置・管理する情報提供
ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるように設計されるため，安全性が担
保されている。
<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
①中間サーバーと既存システム，情報提供ネットワークシステムとの間は，高度なセキュリティを維持し
た行政専用ネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより，安全性を確保している。
②中間サーバーと団体についてはＶＰＮ等の技術を利用し，団体ごとに通信回線を分離するとともに，通
信を暗号化することで安全性を確保している。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

3） 課題が残されている

 リスク５：　不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>
①情報提供機能により，情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提供ネット
ワークシステムから入手し，中間サーバーにも格納して，情報提供機能により，照会許可用照合リストに
基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供を要求であるかチェックを実施している。
②情報提供機能により，情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には，情報提供ネッワークシ
ステムから情報提供許可証を情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し，照会内容に対応した情
報を自動で生成して送付することで，特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
③特に慎重な対応を求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定
し，特定個人情報の提供を行う際に，送信内容を改めて確認し，提供を行う際に，送信内容を改めて確
認し，提供を行うことで，センシティブな特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
④中間サーバーの職員認証・権限管理機能では，ログイン時の職員認証の他に，ログイン・ログアウトを
実施した職員，時刻，操作内容の記録が実施されるため，不適切な接続端末の操作や，不適切なオンラ
イン連携を抑止する仕組みになっている。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 リスク４：　入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

 リスクに対する措置の内容

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>
①中間サーバーは，情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するた
め，漏えい・紛失のリスクに対応している。
②既存システムからの接続に対し認証を行い，許可されていないシステムからのアクセスを防止する仕
組みを設けている。
③情報照会が完了又は中断した情報照会結果については，一定期間経過後に当該結果を情報照会機
能において自動で削除することにより，特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。
④中間サーバーの職員認証・権限管理機能ではログイン時の職員認証の他に，ログイン・ログアウトを実
施した職員，時刻操作内容の記録が実施されるため，不適切な接続端末操作や，不適切なオンライン連
携を抑止する仕組みになっている。
<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
①中間サーバーと既存システム，情報提供ネットワークシステムとの間には高度なセキュリティを維持し
た行政専用ネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより，漏えい・紛失のリスクに対応し
ている。
②中間サーバーと団体についてはＶＰＮ等の技術を利用し，団体ごとに通信回線を分離するとともに，通
信を暗号化することで漏えい・紛失のリスクに対応している。
③中間サーバー・プラットフォーム事業者の業務は，中間サーバー・プラットフォームの運用，監視・障害
対応等であり，業務上，特定個人情報へはアクセスすることはできない。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

3） 課題が残されている
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]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている

 ②安全管理体制

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>
①中間サーバーの職員認証・権限管理機能では，ログイン時の職員認証の他に，ログイン・ログアウトを実施した職員，時刻，操作内容
の記録が実施されるため，不適切な接続端末の操作や，不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
②情報連携においてのみ，情報提供用個人識別符号を用いることがシステム担保されており，不正な名寄せが行われるリスクに対応し
ている。
<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
①中間サーバーと既存システム，情報提供ネットワークシステムとの間は，高度なセキュリティを維持した行政専用ネットワーク（総合行
政ネットワーク等）を利用することにより，安全性を確保している。
②中間サーバーと団体についてはＶＰＮ等の技術を利用し，団体ごとに通信回線を分離するとともに，通信を暗号化することで安全性を
確保している。
③中間サーバー・プラットフォームでは，特定個人情報を管理するデータベースを地方公共団体ごとに区分管理（アクセスで制限）してお
り，中間サーバー・プラットフォームを利用する団体であっても他団体が管理する情報には一切アクセスできない。
④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが行うことで，中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者における情報漏え
い等のリスクを極小化する。

 ７．特定個人情報の保管・消去

 リスク１：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

[

[

]

]

政府機関ではない

十分に整備している

4） 政府機関ではない3） 十分に遵守していない

3） 十分に整備していない

 ③安全管理規程

 ④安全管理体制・規程の職員
への周知

[

[

]

]十分に周知している

十分に整備している

2） 十分に周知している1） 特に力を入れて周知している
＜選択肢＞

2） 十分に整備している1） 特に力を入れて整備している

2） 十分である
＜選択肢＞

＜選択肢＞

1） 特に力を入れて整備している 2） 十分に整備している
＜選択肢＞

3） 十分に整備していない

3） 十分に周知していない

]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している 2） 十分に遵守している

 リスク７：　誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク

 リスクに対する措置の内容

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>
①情報提供機能により，情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には，情報提供許可証と情
報照会者への経路情報を受領した上で，情報照会内容に対応した情報提供をすることで，誤った相手に
特定個人情報が提供されるリスクに対応している。
②情報提供データベース管理機能により，「情報提供データベースへのインポートデータ」の形式チェック
と接続端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる手段を準備することで，誤っ
た特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。
③情報提供データベース管理機能では，情報提供データベースの副本データを既存業務システムの原
本と照合するためのエクスポートデータを出力する機能を有している。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 リスク６：　不適切な方法で提供されるリスク

 リスクに対する措置の内容

<中間サーバー・ソフトウェアにおける措置>
①セキュリティ管理機能により，情報提供ネットワークシステムに送信する情報は，情報照会者から受領
した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で情報提供を行う仕組みになっている。
②中間サーバーの職員認証・権限管理機能では，ログイン時の職員認証の他に，ログイン・ログアウトを
実施した職員，時刻，操作内容の記録が実施されるため，不適切な接続端末の操作や，不適切なオンラ
イン連携を抑止する仕組みになっている。
<中間サーバー・プラットフォームにおける措置>
①中間サーバーと既存システム，情報提供ネットワークシステムとの間は，高度なセキュリティを維持し
た行政専用ネットワーク（総合行政ネットワーク等）を利用することにより，不適切な方法で提供されるリス
クに対応している。
②中間サーバーと団体についてはＶＰＮ等の技術を利用し，団体ごとに通信回線を分離するとともに，通
信を暗号化することで安全性を確保している。
③中間サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う事業者においては，特定個人情報に係る業務には
アクセスができないよう管理を行い，不適切な方法での情報提供を行えないように管理している。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 ①NISC政府機関統一基準群

＜選択肢＞
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 ⑤物理的対策

 具体的な対策の内容

＜住民税システムにおける措置＞
・サーバ設置箇所については，入退室管理を行っている。
・庁内情報用端末については，特定個人情報を保管していない。
・業務用端末は，盗難防止用ワイヤーを設置している。
・システムに繋がる端末数を必要最小限とする。
・管理権限を持つ者の端末を除き，ＵＳＢメモリ等の外部媒体を使用できない状態にしている。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバー・プラットフォームをデータセンターに構築し，設置場所への入退室者管理，有人監視及
び施錠管理をすることとしている。また，設置場所はデータセンター内の専用の領域とし，他テナントとの
混在によるリスクを回避する。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録されたクラ
ウドサービスから調達することとしており，システムのサーバー等は，クラウド事業者が保有・管理する環
境に構築し，その環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入退室管理策を行っている。
②事前に許可されていない装置等に関しては，外部に持出できないこととしている。

十分に行っている[

3） 十分に行っていない
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

 ⑥技術的対策

 具体的な対策の内容

＜住民税システムにおける措置＞
・住民税システムは，庁内のみの独立したネットワークにのみ搭載されており，外部接続していない。
・eLTAXシステム等，外部接続のシステムには，ファイアウォールを設置している。
・アクセスの監視とアクセスログの取得・点検について規定をしている。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバー・プラットフォームではＵＴＭ（コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネット
ワークを効率的かつ包括的に保護する装置）等を導入し，アクセス制限，侵入検知及び侵入防止を行うと
ともに，ログの解析を行う。
②中間サーバー・プラットフォームでは，ウイルス対策ソフトを導入し，パターンファイルの更新を行う。
③導入しているＯＳ及びミドルウェアについて，必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
④マイナポータル申請管理との接続には，LGWAN回線を用いることで外部からの盗聴，漏えい等が起こ
らないようにする。また，通信自体も暗号化している。また，LGWAN回線接続端末へのウイルス検出ソフ
トウェア等の導入により，ウイルス定義ファイルの定期的な更新およびウイルスチェックを行い，マルウェ
ア検出を行う。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①国及びクラウド事業者は利用者のデータにアクセスしない契約等となっている。
②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用に関する基準
【第1.0版】」（令和４年１０月　デジタル庁。以下「利用基準」という。）に規定する「ASP」をいう。以下同じ。)
又は及びガバメントクラウド運用管理補助者（利用基準に規定する「ガバメントクラウド運用管理補助者」
をいう。以下同じ。）は，ガバメントクラウドが提供するマネージドサービスにより，ネットワークアクティビ
ティ，データアクセスパターン，アカウント動作等について継続的にモニタリングを行うとともに，ログ管理
を行う。
③クラウド事業者は，ガバメントクラウドに対するセキュリティの脅威に対し，脅威検出やDDos対策を24時
間365日講じる。
④クラウド事業者は，ガバメントクラウドに対し，ウイルス対策ソフトを導入し，パターンファイルの更新を
行う。
⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメントクラウド運用管理補助者は，導入しているOS及びミドル
ウエアについて，必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有するシステムを構築する環境は，インターネットとは切り離さ
れた閉域ネットワークで構成する。
⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド運用管理補助者の運用保守地点からガバメントクラウドへ
の接続については，閉域ネットワークで構成する。
⑧地方公共団体が管理する業務データは，国及びクラウド事業者がアクセスできないよう制御を講じる。

十分に行っている

十分に行っている

十分に行っている

[

[

[

3） 十分に行っていない
2） 十分に行っている1） 特に力を入れて行っている

＜選択肢＞

 ⑨過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

[ 発生なし

 その内容

 再発防止策の内容

 ⑦バックアップ

 ⑧事故発生時手順の策定・周
知 3） 十分に行っていない

1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

]

＜選択肢＞
1） 発生あり 2） 発生なし

]

3） 十分に行っていない

 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

 ⑩死者の個人番号 [ 保管している

 具体的な保管方法
・データセンタ内のサーバで管理しており，生存者の個人番号と同様の方法にて安全管理措置を実施し
ている。

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

]

1） 保管している 2） 保管していない
＜選択肢＞

]

]

]

]
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
＜選択肢＞

 リスク２：　特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

 リスクに対する措置の内容
・住民税システムに存在する賦課情報は，各種申告情報に基づき，更新・賦課を行った上で，住民に対し
て税額通知を行い，住民側でも確認を行うため，古い情報のまま保管され続けることはない。
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 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 その他の措置の内容

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である ]

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である
＜選択肢＞

 手順の内容

・保存期間を過ぎたシステム上の特定個人情報については，当該事務所管部署の所属長の責任で消去
を行う。また，当該消去を行った旨を文書主管課長に報告する。
・消去の際には，規定に基づき対象のデータを特定し，消去漏れのないよう所管部署が確認をする。消去
前にデータバックアップを行い，誤った消去が判明した場合は当該バックアップデータより復元する。バッ
クアップデータは作業完了後に消去する。確認は消去完了報告書で行う。
・保存期間を過ぎた申請書・帳票等紙媒体の特定個人情報については，当該事務所管部署の所属長が
文書主管課長に廃棄を依頼する。文書主管課は当該文書について，外部業者による溶解処理を行い廃
棄する。
・個人番号付電子申請データについては，マイナポータル申請管理から申請管理システムへの取込期限
を５営業日までとしている。取込期限を経過した個人番号付電子申請データについては，自動消去され
る。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
データの復元がなされないよう，クラウド事業者において，NIST 800-88，ISO/IEC27001等に準拠したプ
ロセスにしたがって確実にデータを消去する。

 リスクへの対策は十分か
[ 十分である

1） 定めている 2） 定めていない

3） 課題が残されている
2） 十分である1） 特に力を入れている

＜選択肢＞

＜選択肢＞
]

]

 リスク３：　特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク

 消去手順 [ 定めている
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3) 十分に行っていない
2) 十分に行っている1) 特に力を入れて行っている

]十分に行っている[

 ２．従業者に対する教育・啓発

 ②監査

[ ]

＜選択肢＞

 ３．その他のリスク対策

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①中間サーバー・プラットフォームを活用することにより，統一した設備環境による高レベルのセキュリティ管理（入退室管理等），ＩＴリテ
ラシの高い運用担当者によるセキュリティリスクの低減，及び技術力の高い運用担当者による均一的で安定したシステム運用・監視を
実現する。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウド上での業務データの取扱いについては，当該業務データを保有する地方公共団体及びその業務データの取扱いにつ
いて委託を受けるASP及びガバメントクラウド運用管理補助者が責任を有する。
ガバメントクラウド上での業務アプリケーションの運用等に障害が発生する場合等の対応については，原則としてガバメントクラウドに起
因する事象の場合は，国はクラウド事業者と契約する立場から，その契約を履行させることで対応する。また，ガバメントクラウドに起因
しない事象の場合は，地方公共団体に業務アプリケーションサービスを提供するASP及びガバメントクラウド運用管理補助者が対応す
るものとする。
具体的な取り扱いについて，疑義が生じる場合は，地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協議を行う。

・評価書の記載内容通りの運用ができているかについて，国のチェックリスト等を活用し，年に1回の頻
度で各業務主管課でチェックを実施する。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①運用規則等に基づき、中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し，定期
的に自己点検を実施することとしている。

十分に行っている
 従業者に対する教育・啓発

 具体的な方法

・職員に対しては，課内に情報管理者を指名し，随時指導・啓発を行っている。
・全庁的な個人情報保護に関する研修の受講を積極的に受講している。
・委託事業者に対しては，秘密保持に関する条項を含んだ契約を締結している。
・違反行為を行った者に対しては，都度指導を行っている。
・全庁的な研修として，情報セキュリティを担当する職員については，年に１回以上庁内の研修を実施し
ている他，所属長等についてもeラーニングによる情報セキュリティ研修を受講している。
・正当な理由が無く第三者へ提供した場合の罰則（懲役や罰金など）を定めており，研修等により周知・
指導することでリスクを抑制している。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①運用規則等に基づき，中間サーバー・プラットフォームの運用に携わる職員及び事業者に対し，セ
キュリティ研修等を実施することとしている。
②中間サーバー・プラットフォームの業務に就く場合は，運用規則等について研修を行うこととしている。

3) 十分に行っていない
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
＜選択肢＞

Ⅳ　その他のリスク対策 ※

 １．監査

 ①自己点検
十分に行っている[

＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない

]

 具体的なチェック方法

 具体的な内容

情報セキュリティ監査計画書に基づき，以下の観点で情報政策担当課による内部監査を定期的に実施
し，監査結果を踏まえて体制や規定を改善する。
なお，監査は，情報セキュリティに関する研修を受けた職員が実施する。
・評価書の記載事項と運用形態のチェック
・個人情報保護に関する規定，体制準備
・個人情報保護に関する人的安全管理措置
・職員の役割責任の明確化，安全管理措置の周知・教育
・個人情報保護に関する技術的安全管理措置

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置＞
①運用規則等に基づき，中間サーバー・プラットフォームについて，定期的に監査を行うこととしている。

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウドについては政府情報システムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録されたクラウ
ドサービスから調達することとしており，SMAPにおいて，クラウドサービス事業者は定期的にISMAP監
査機関リストに登録された監査機関による監査を行うこととしている。
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（手数料額、納付方法：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

[

[

無料

行っていない

2) 無料1) 有料
＜選択肢＞

）

]

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

 ④個人情報ファイル簿の公表

 個人情報ファイル名

 公表場所

 ⑥個人情報ファイル簿への不
記載等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

1) 行っている 2) 行っていない
＜選択肢＞]

 ①連絡先 「1.①請求先」と同じ

 ②対応方法
・問い合わせの受付時に受付票を起票し ，対応について記録を残す。
・情報漏えい等の重大な事案に関する問い合わせについて，関係先に事実確認を行うための標準的な
処理期間を設ける。

Ⅴ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
郵便番号277-8505
千葉県柏市柏五丁目１０番１号
　柏市総務部行政課

 ②請求方法 指定様式を定め書面の提出により開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。

任意の書式においても記載事項を網羅していれば，開示・訂正・利用停止請求を受け付ける。 特記事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

 ③手数料等

 ⑤法令による特別の手続
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 ①実施日

 ②方法

 ④主な意見の内容
意見はありませんでした。

 ⑤評価書への反映

 ３．第三者点検

Ⅵ　評価実施手続

 ①方法

 ③期間を短縮する特段の理
由

 ２．国民・住民等からの意見の聴取

 ②実施日・期間 令和７年７月１日（火）から令和７年８月１日（金）まで

郵便，ファクシミリ，柏市ホームページ（電子申請システム），直接持参による提出

 １．基礎項目評価

 ①実施日 令和7年6月13日

 ②しきい値判断結果

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる[ ]

 ４．個人情報保護委員会の承認　【行政機関等のみ】

 ①提出日

 ②個人情報保護委員会によ
る審査

 ③結果

4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
＜選択肢＞
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令和1年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　５.特定個人情報ファイ
ルの提供・移転（委託に伴うも
のを除く。）移転先９

都市部住宅課 都市部住宅政策課 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和1年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　５.特定個人情報ファイ
ルの提供・移転（委託に伴うも
のを除く。）移転先１６

保健所地域健康づくり課 保健所地域保健課 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和1年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　５.特定個人情報ファイ
ルの提供・移転（委託に伴うも
のを除く。）移転先６

財政部収納課
移転先１～２３

財政部収納課を削除
移転先１～２２

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和1年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　５.特定個人情報ファイ
ルの提供・移転（委託に伴うも
のを除く。）移転先７

都市部住宅課 都市部住宅政策課 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和1年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　５.特定個人情報ファイ
ルの提供・移転（委託に伴うも
のを除く。）移転先１

保健所地域健康づくり課，保健予防課 保健所地域保健課，保健予防課 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和1年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　５.特定個人情報ファイ
ルの提供・移転（委託に伴うも
のを除く。）移転先４

保健所地域健康づくり課 保健所地域保健課 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和1年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　４.特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託

委託事項6及び7を追加 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和1年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　５.特定個人情報ファイ
ルの提供・移転（委託に伴うも
のを除く。

提供先57及び58を追加 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和1年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　３.特定個人情報の入
手・使用⑧

２．賦課情報を作成・通知する
・各種申告情報から賦課情報を作成する
・税額通知作成の委託先に賦課情報を提供す
る
・課税決定者（普通徴収対象者の場合）・年金
保険者・各企業（特別徴収対象者の場合）へ税
額を通知する

２．賦課情報を作成・通知する
・各種申告情報から賦課情報を作成する
・税額通知作成の委託先に賦課情報を提供す
る
・住民・年金保険者・各企業（特別徴収対象者
の場合）へ税額を通知する

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和1年6月28日
Ⅰ基本情報（別添１）事務の
内容

住民登録外課税通知及び特定個人情報ファイ
ル（本人確認用）を図の中に追加

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和1年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　３.特定個人情報の入
手・使用③

○他自治体からの（国税連携システム（eLTAX
による入手）
他自治体が作成した住民登録外課税通知，寄
附金税額控除に係る申告特例通知データ等を
地方税ポータルセンタ（eLTAX)を通じて受領し
ている。
・住民登録外課税情報は提出があれば1年を通
じて受領している。
・寄附金税額控除に係る申告特例通知情報は
１月に受領する。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

Ⅰ基本情報　７　評価実施機
関における担当部署②

市民税課長　鈴木　輝夫 市民税課長 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和1年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　３.特定個人情報の入
手・使用④

・申告情報（確定申告書・住民税申告書・年金
支払報告書・給与支払報告書）については，制
度上定められた時期・頻度・方法にて，住民・国
税庁・年金保険者・企業からの情報提供を受け
ている

・申告情報（確定申告書・住民税申告書・年金
支払報告書・給与支払報告書）については，制
度上定められた時期・頻度・方法にて，住民・国
税庁・年金保険者・企業・他自治体からの情報
提供を受けている。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

（別添３）変更箇所
提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和1年6月28日

Ⅰ基本情報　２　特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム4②

４．特別徴収税額通知データの送信機能
　特徴徴収義務者に特別徴収税額通知データ
を送信する。

４．特別徴収税額通知データの送信機能
　特徴徴収義務者に特別徴収税額通知デー
タ，特定個人情報ファイル（本人確認用）を送信
する。

事後

令和1年6月28日

Ⅰ基本情報　２　特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム５②

５.住民登録外課税通知データ送受信機能
　住民登録外課税通知データ等を他の自治体
との間で送信及び受信を行う。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和1年6月28日
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年2月16日
Ⅰ基本情報（別添１）事務の
内容

「他自治体等からの照会・回答（文書照会）」及
び「コンビニ交付システム　保守委託」を図の中
に追加

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年4月1日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要３．⑦使用主体　使用部
署

市民税課，窓口サービス課，柏市支所出張所
条例第２条第２項に規定する出張所

市民税課，窓口サービス課，収納課，柏市支所
出張所条例第２条第２項に規定する出張所

事前 重要な変更

令和2年2月16日

Ⅰ基本情報　２　特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム14➁

１．発行機能
　・証明書の発行
２．連携機能
　・コンビニエンスストアからの定められた電文
レイアウトに基づく証明書の申請書データ授受
　・証明書データの送信
　・発行履歴データの税務システムへの反映

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月16日

Ⅰ基本情報　２　特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム14③

［　　　］税務システム ［　〇　］税務システム 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月16日

Ⅰ基本情報　２　特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム1③

［　　　］その他　（
）

［　〇　］その他　（　中間サーバー，コンビニ交
付システム　）

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月16日

Ⅰ基本情報　２　特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム14①

コンビニ交付システム 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月16日
Ⅰ基本情報　１　特定個人情
報ファイルを取り扱う事務

「⑬他自治体等からの照会に回答する。」を追
加

事後
重要な変更に当たらないため
（脱字の修正）

令和2年2月16日

Ⅰ基本情報　２　特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム1➁

４．各種証明書発行機能
　所得証明書，課税証明書，非課税証明書を発
行する。

４．各種証明書発行機能
　所得証明書，課税証明書，非課税証明書，賦
課状況証明書を発行する。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和1年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５特定個人情報ファイルの提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）
移転先１～２２

番号法第９条第２項に関する条例案
柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条
例

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和1年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　５.特定個人情報ファイ
ルの提供・移転（委託に伴うも
のを除く。）移転先２

保健福祉部障害者相談支援室 保健福祉部障害福祉課 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和1年6月28日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策７.特定個人情報の保管・
消失

＜住民税システムにおける措置＞
・サーバ設置箇所については，入退室管理を
行っている。
・庁内情報用端末については，個人情報を保管
していない。
・業務用端末は，盗難防止用ワイヤーを設置し
ている。
・システムに繋がる端末数を必要最小限とす
る。
・管理権限を持つ者の端末を除き，ＵＳＢの挿
入口を物理的に塞いでいる。
・ＬＡＮケーブルとシステムが簡単に外れないよ
うにカバーをかけている。

＜住民税システムにおける措置＞
・サーバ設置箇所については，入退室管理を
行っている。
・庁内情報用端末については，特定個人情報を
保管していない。
・業務用端末は，盗難防止用ワイヤーを設置し
ている。
・システムに繋がる端末数を必要最小限とす
る。
・管理権限を持つ者の端末を除き，ＵＳＢメモリ
等の外部媒体を使用できない状態にしている。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和1年6月28日

Ⅰ　関連情報
５個人番号の利用
法令上の根拠

・番号法第９条第２項に関する条例案
・柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条
例

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和1年6月28日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　（別添２）特定個人情報
ファイル記録項目

６１９．寄附金申告特例サイン，６２０．寄附金申
告特例割合，６２１．寄附金申告特例控除（市）
，６２２．寄附金申告特例控除（県），６２３．一般
分株式等譲渡所得　有無サイン，６２４．一般分
株式等譲業渡所得，６２５．一般分株式等譲渡
所得　課税標準額，６２６．一般分株式等譲渡
所得　所得割　市，６２７．一般分株式等譲渡所
得　所得割　県，６２８．医療費特例サインを追
加

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和1年6月28日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策４.特定個人情報ファイル
の取扱いの委託

・委託先での作業については，特定個人情報取
扱いの管理体制，管理者及び取扱者の名簿提
出を義務つけており，特定個人情報ファイルへ
のアクセス可能な作業者数を最小限にしてい
る。

・委託先での作業については，特定個人情報取
扱いの管理体制，管理者の名簿提出及び取扱
者の名簿作成と柏市の求めに応じた提出を義
務つけており，特定個人情報ファイルへのアク
セス可能な作業者数を最小限にしている。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年2月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
⑤物理的対策　具体的な対策
の内容

中間サーバー・プラネットフォーム 中間サーバー・プラットフォーム 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）移転先２１

保健福祉部障害福祉課・障害者相談支援室 保健福祉部障害福祉課 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要　（別添２）特定個人情報
ファイル記録項目

「６２９．上場株式の国税と異なる申告サイン」を
追加

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）提供・移転先の有無

「〇］提供を行っている（５５）件
［〇］移転を行っている（１３）件

「〇］提供を行っている（５８）件
［〇］移転を行っている（２２）件

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）提供先５７

一般社団法人地方税電子化協議会 地方税共同機構 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託．委託事項
６．申告受付事務支援業務③
委託先における取扱者数

50人以上100人未満 10人以上50人未満 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託．委託事項
７

（タイトル追加）
「個人住民税特別徴収に係る転勤・退職・切替
等入力業務」

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託．委託事項
１．課税情報のエントリー及び
画像ファイルの作成⑧再委託
の許諾方法

再委託の必要がある場合は，事前に委託先と
書面による協議を行い，再委託の必要性や業
務内容，再委託先のセキュリティ管理体制を確
認した上で許諾している。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託．委託事項
１．課税情報のエントリー及び
画像ファイルの作成⑨再委託
事項

住民税申告書や紙媒体の給与支払報告書の
スキャニング及びデータエントリー

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託．委託事項
１．課税情報のエントリー及び
画像ファイルの作成③委託先
における取扱者数

50人以上100人未満 10人以上50人未満 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託．委託事項
１．課税情報のエントリー及び
画像ファイルの作成⑦再委託
の有無※

再委託しない 再委託する 事後
重要な変更に当たらないため
（誤字の修正）

令和2年2月14日
Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要３．⑧使用方法

３．税証明の発行
・賦課情報に基づき，申請に応じて課税・非課
税・所得証明書を発行する。

３．税証明の発行
・賦課情報に基づき，申請に応じて課税・非課
税・所得証明書・賦課状況証明書を発行する。

事後
重要な変更に当たらないため
（脱字の修正）

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託．委託の有
無※

〔委託する〕
（５）件

〔委託する〕
（７）件

事後
重要な変更に当たらないため
（誤字の修正）
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和2年2月14日

Ⅵ　評価実施手続
３．第三者点検
③結果

(1) 妥当性について・情報セキュリティ監査を担
当する職員の資格等を公表すべきとの指摘を
受け，研修を受けた職員であることを明記し
た。・アクセスログのチェックや，物理的な保護
措置を検討すべきとの指摘を受け，リスク対策
に追記した。・契約の個人情報保護に係る条項
について，必要な改正をすべきとの指摘を受
け，評価書の記載を改めた。・郵送申請での本
人確認方法の記載がないとの指摘を受け，身
分証明書等の写しの添付を追記した。
(2) 適合性について・使用するシステムの機能
の概要がわかりにくいとの指摘があり，概要を
わかりやすく記載した。・別添１の事務の内容の
図に，一部のシステムの記載が漏れているとの
指摘を受け，記載した。・特定個人情報ファイル
の取扱いを委託する際の対象となる本人の範
囲には，住民票のある市民だけでなく消除者も
入るのでは，と指摘を受け修正した。・委託先の
確認方法として，個別に回答するだけでなく
ホームページでも確認できるのでは，と指摘を
受け修正した。・特定個人情報の保管期間は
「定められていない」としていたが，保存期間の
定まっている申請書などについて補足すべきと
の指摘を受け補足した。また，保管期間の妥当
性については，「～であるため」と表現を統一し
た。・本人確認情報の保管期間に法的根拠が
あれば記載すべきとの指摘を受けたが，法的
根拠はないため記載していない。・リスク対策が
「特に力を入れている」とした部分につき指摘を
受け，統一基準を設けた。

・従業者が事務外で使用するリスク対策につい
て
アクセスログ管理を行っているが，ログ解析の
結果，不審なアクセス行動があった場合，自動
的に検知しアラートが出るなどの対策を検討す
ること。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月14日

Ⅳ　評価実施手続
３．第三者点検
①実施日

平成２６年１０月１７日，１０月２７日及び１１月７
日

令和元年１１月８日及び２８日 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月14日

Ⅳ　評価実施手続
３．第三者点検
②方法

既存の審議会の中に，情報処理専門の委員を
含む部会を設け，リスク対策の妥当性と評価書
記載内容の適合性について点検を受けた。

既存の審議会の中に，情報処理専門の委員を
含む部会を設け，リスク対策を中心に評価書の
記載内容の点検を受けた。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月14日

Ⅳ　評価実施手続
２．国民・住民等からの意見の
聴取
④主な意見の内容

・情報システムと監査に関する専門知識を持つ
者による監査をするべきである。

意見はありませんでした。 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月14日

Ⅳ　評価実施手続
２．国民・住民等からの意見の
聴取
⑤評価書への反映

・監査については，外部の専門家による実施は
見送った。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月14日

Ⅳ　評価実施手続
１．基礎項目評価
①実施日

平成27年2月17日 令和元年7月22日 事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月14日

Ⅳ　評価実施手続
２．国民・住民等からの意見の
聴取
②実施日・期間

平成２６年９月５日～１０月６日：３２日
令和元年８月２０日（火）から令和元年９月１９
日（木）まで

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
６．特定個人情報の保管・消
去
①保管場所
〈課内における措置〉

・紙媒体による課税資料は，事務処理の段階ご
とに事務室内に保管場所を定めており，漏え
い・紛失を防止している。

紙媒体による課税資料は，事務処理の段階ご
とに，課員以外が立ち入ることのできない事務
室内に保管場所を定めており，漏えい・紛失を
防止している。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月14日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．　特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク１
対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

・住民からの申告情報の入手については，本人
の個人番号カード又は通知カード，身分証明書
の提示や窓口での聞き取りにより，本人確認を
行い，対象者であることを確認している。

・住民からの申告情報の入手については，本人
の個人番号カード又は通知カード，身分証明書
の提示や窓口での聞き取りにより，本人確認を
行い，対象者であることを確認している。
また，代理人による申告の場合には，代理人が
住民票上同世帯にいる場合は，身分証明書の
提示等で代理人の身元確認を行い，それ以外
の代理人の場合には，身分証明書の提示等と
ともに委任状の提示を求め，代理権及び代理
人の身元確認を行った上で，申告者本人の番
号確認を行い対象者以外の情報の入手を防止
している。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和2年2月14日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
３．特定個人情報の入手・使
用
⑤本人への明示

・住民税の賦課に必要な各種情報については，
地方税法第317条の2の条文，番号法の別表第
二の第27号に規定されている。

本人から直接入手する特定個人情報は，住民
税申告書等への記入により，税に関する業務
において使用する事実を確認させている。ま
た，会社等を通じて提出される特定個人情報を
伴う給与支払報告書等の情報については，入
手の際に，会社等での給与所得者の扶養控除
申告書等の記入により，使用目的等を明示して
いる。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

令和4年2月12日
（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目

(項目追加)
６３０．本人ひとり親サイン，６３１．所得金額調
整控除適用区分，６３２．雑業務，６３３．所得金
額調整控除額

事後

令和5年2月10日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要５．特定個人情報の提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）移転先１６

こども部こども福祉課，総務部給与厚生室，生
涯学習部教育総務課，学校教育部柏市立柏高
等学校，消防局総務課，水道部総務課

こども部こども福祉課，総務部給与厚生室，生
涯学習部教育総務課，学校教育部柏市立柏高
等学校，消防局消防職員課，上下水道局総務
課

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

令和4年2月12日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供先

（提供先追加）
提供先５９

事後

令和4年2月12日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
移転先１１，１２
②移転先における用途

母子及び寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９
号）による資金の貸付けに関する事務であって
別表第一の主務省令第３４条各号で定めるも
の

母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法
律第１２９号）による資金の貸付けに関する事
務であって別表第一の主務省令第３４条各号で
定めるもの

事後

令和4年2月12日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
①法令上の根拠

番号法第１９条７号　別表第二 番号法第１９条８号　別表第二 事後

令和4年2月12日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　５.特定個人情報の提供・
移転（委託に伴うものを除く。）
提供・移転の有無

「〇］提供を行っている（５８）件 「〇］提供を行っている（５９）件 事後

令和4年2月12日

Ⅰ基本情報　６.情報提供ネッ
トワークシステムによる情報
連携②法令上の根拠

〈提供ができる根拠規定〉
番号法第１９条第７号別表第二

〈提供ができる根拠規定〉
番号法第１９条第８号別表第二
（根拠規定の追加）
別表第二の１２１，別表第二の主務省令の第59
条の4

事後

令和4年2月12日

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　３.特定個人情報の入手・
使用
⑦使用の主体，使用部署

市民税課，窓口サービス課，収納課，柏市支所
出張所条例第２条第２項に規定する出張所

市民税課，沼南支所，収納課，柏市支所出張
所条例第２条第２項に規定する出張所

事後

令和2年2月14日

Ⅵ　評価実施手続
３．第三者点検
③結果

・特定個人情報ファイルを取り扱う事務におい
て使用するシステムの機能の概要の記載が不
十分との指摘を受け，追記した。・他の評価実
施期間として，中間サーバーやeLTAXの情報提
供者名の記載が必要との指摘を受け，追記し
た。・特定個人情報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステムのうち，別添１のフロー
図に記載されていないものがあるとの指摘を受
け，修正した。・委託先に特定個人情報ファイル
を取り扱わせることが妥当であるかの説明が分
かりづらいとの指摘を受け，委託が必要な理由
を記載した。・アクセス権限の管理方法として，
パスワードの期限設定をしている旨も記載すべ
きとの指摘を受け，追記した。・特定個人情報
ファイルが不正に複製されるリスクに対しては，
委託先での複製禁止も記載すべきとの指摘を
受け，追記した。・特定個人情報の取扱いの記
録の保管期間が記載されていないとの指摘を
受け，原本と同じ期間保管する旨追記した。・特
定個人情報の提供・移転の具体的な記録方法
として，管理するログの内容が具体的でなく，保
存期間も記載されていないとの指摘を受け，ＩＤ
や日時などのログを残すことや，原本と同じ期
間保存する旨明記した。・誤った情報を提供・移
転してしまうリスク等に対する措置の記載が不
十分との指摘を受け，修正した。・特定個人情
報を間違って消去しないか，また消去すべき特
定個人情報が消去されないことへの対策が記
載されていないとの指摘を受け，消去の際に一
時的にバックアップを行うことや，消去漏れがな
いようにする体制を追記した。

・従業者が事務外で使用するリスク対策につい
て
アクセスログ管理を行っているが，ログ解析の
結果，不審なアクセス行動があった場合，自動
的に検知しアラートが出るなどの対策を検討す
ること。

事後
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅰ基本情報　２　特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム15①システムの名称

（追加） ＥＵＣシステム 事前

Ⅰ基本情報　２　特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム11②システムの機能

１．口座振替情報管理機能
　振替申請者からの対象税目や銀行関連など
の情報を管理する。
２．依頼データ作成機能
　各期別ごとに銀行振替データを抽出し依頼
データを作成する。
３．結果データからの消込機能
　依頼データと銀行からの結果データにより消
込処理データを作成する。
４．振替エラーデータからの通知書作成機能
　振替不能者に対し不能通知を発行する。

（削除） 事前

Ⅰ基本情報　２　特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム11③他のシステムとの接
続

宛名システム等，税務システム （削除） 事前

Ⅰ基本情報　２　特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム10②システムの機能

１．賦課データ管理機能
　固定資産・都市計画税，軽自動車税，個人住
民税の賦課及び調定管理を行う。
２．納付データ管理機能
　納付された固定資産・都市計画税，軽自動車
税，個人住民税の消込処理及び収入管理を行
う。
３．督促・催告・還付・充当機能
　賦課データ，納付データにより未過納の抽出
及び未納者への督促，過納者への還付・充当
の処理を行う。
４．納付書及び納税証明発行機能
　紛失者などへの再発行納付書を作成する。
　申請による賦課徴収情報に基づく納税証明書
等証明書を発行する。

１．賦課データ管理機能
　固定資産・都市計画税，軽自動車税，個人住
民税の賦課及び調定管理を行う。
２．納付データ管理機能
　納付された固定資産・都市計画税，軽自動車
税，個人住民税の消込処理及び収入管理を行
う。
３．督促・催告・還付・充当機能
　賦課データ，納付データにより未過納の抽出
及び未納者への督促，過納者への還付・充当
の処理を行う。
４．納付書及び納税証明発行機能
　紛失者などへの再発行納付書を作成する。
　申請による賦課徴収情報に基づく納税証明書
等証明書を発行する。
５．口座振替情報管理機能
　振替申請者からの対象税目や銀行関連など
の情報を管理する。
６．依頼データ作成機能
　各期別ごとに銀行振替データを抽出し依頼
データを作成する。
７．結果データからの消込機能
　依頼データと銀行からの結果データにより消
込処理データを作成する。
８．振替エラーデータからの通知書作成機能
　振替不能者に対し不能通知を発行する。

事前

Ⅰ基本情報　２　特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム11①システムの名称

口座管理システム （削除） 事前

Ⅰ基本情報　２　特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム８②システムの機能

１．データ保管機能
　住民情報系システム（住民記録，住民税，資
産税，軽自税，収納，口座，共通宛名システム
など）データをリアルタイムに保管し，夜間に
データの正誤性確認を実施し監視している。
２．障害に備えた代替機能
　機器障害などの事態において，課税内容照会
や証明書発行を行い，住民税窓口業務への即
時対応ができる。

１．データ保管機能
　住民情報系システム（住民記録，住民税，資
産税，軽自税，統合収納，統合滞納，共通宛名
システムなど）データをリアルタイムに保管し，
夜間にデータの正誤性確認を実施し監視してい
る。
２．障害に備えた代替機能
　機器障害などの事態において，課税内容照会
や証明書発行を行い，住民税窓口業務への即
時対応ができる。

事前

Ⅰ基本情報　２　特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム10①システムの名称

収納管理システム 統合収納管理システム 事前
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅰ　基本情報
５．個人番号の利用
法令上の根拠

・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（以下「番号法」
という。）第9条第1項　別表第一の16の項
・柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条
例

・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（以下「番号法」
という。）第9条第1項　別表24の項
・柏市個人番号利用及び特定個人情報提供条
例

事前

Ⅰ　基本情報
６．情報提供ネットワークによ
る情報連携
②法令上の根拠

＜提供ができる根拠規定＞
番号法第１９条第８号別表第二（第１，２，３，
４，６，８，９，１１，１６，１８，２３，２６，２７，２８，
２９，３１，３４，３５，３７，３９，４０，４２，４８，５
４，５７，５８，５９，６１，６２，６３，６４，６５，６６，
６７，７０，７１，７４，８０，８４，８７，９１，９２，９
４，９７，１０１，１０２，１０３，１０６，１０７，１０８，
１１３，１１４，１１５，１１６，１１７，１２０，１２１項）

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第二の主務
省令で定める事務及び情報を定める命令（以
下「別表第二の主務省令」という。）第1条第2号
ロ　第2条第4号，第5号ロ，第6号ロ，第8号，第
9号，第10号，第11号及び第12号ロ　第3条第4
号，第5号ロ，第7号ロ，第9号，第10号，第11号
及び第12号　第4条第2号ロ　第6条第3号，第4
号イ，第5号，第6号イ，第8号，第9号，第10号
及び第11号　第7条第1号イ及び第2号イ　第10
条第1号イ　第12条第3号リ及び第5号　第13条
第1号イ及び第2号イ　第19条第1号ヲ，第2号，
第3号，第4号及び第5号　第20条第1号，第3号
及び第8号イ　第21条第6号　第22条第1号ハ，
第2号，第3号，第4号，第5号，第6号及び第8号
第23条第1号　第25条第1号，第2号，第3号ロ，
第6号，第7号イ，第12号，第13号，第14号，第
15号及び第16号　第28条第1号ニ，第2号，第3
号，第6号，第7号，第8号，第9号及び第10号
第31条第1号二，第3号及び第5号二　第34条第
1号及び第2号　第35条第3号　第36条第1号イ
及び第2号イ　第37条第1号イ及び第3号　第38
条第1号イ，第2号及び第3号　第40条第1号及
び第2号　第43条第1号イ，第2号，第3号ロ，第5
号イ，第8号，第9号，第10号及び第11号　第44
条第1号ヲ，第2号，第3号，第4号及び第5号

＜提供ができる根拠規定＞
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条
の表（第１，２，３，４，５，７，１１，１３，１５，２０，
２８，３７，３９，４２，４８，４９，５３，５７，５８，５
９，６３，６５，６６，６９，７３，７５，７６，８１，８３，
８４，８６，８７，８８，８９，９０，９１，９２，９６，９
８，１０６，１０８，１１５，１２４，１２５，１２９，１３
０，１３２，１３７，１３８，１４０，１４１，１４２，１４
４，１４７，１５１，１５２，１５５，１５６，１５８，１６
０，１６１，１６３，１６４，１６５，１６６，１６７，１６
８，１６９，１７０，１７１，１７２，１７３項）

＜照会ができる根拠規定＞
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条
の表第４８の項

事前

Ⅰ基本情報　２　特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム16②システムの機能

（追加）

１．データ送受信機能
　標準準拠システムが，他の標準準拠システム
にデータを送信又は他の標準準拠システムか
らデータを受信する機能
２．認証機能
　利用側業務システムの認証を行う機能
３．連携データ管理機能
　連携の対象となる業務及びファイルを管理す
る機能
４．連携データ監視機能
　連携ファイル提供及び取得結果のログを管理
する機能，実行状況・結果等のモニタリングを
行う機能

事前

Ⅰ基本情報　２　特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム16③他システムとの接続

（追加）
既存住民基本台帳システム，宛名システム等，
税務システム

事前

Ⅰ基本情報　２　特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム15③他システムとの接続

（追加） その他　同一パッケージシステム 事前

Ⅰ基本情報　２　特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム16①システムの名称

（追加） 庁内データ連携システム 事前

Ⅰ基本情報　２　特定個人情
報ファイルを取り扱う事務にお
いて使用するシステム　シス
テム15②システムの機能

（追加）

１．データ抽出・出力機能
　基本データリストを利用し，任意の抽出条件に
該当する情報（個人番号は含まない）をＣＳＶ形
式で出力する機能
２．認証権限管理機能
　職員の認証及び付与された権限に基づき，機
能や基本データリストへのアクセス制限を行う
機能
３．ログ管理機能
　抽出を行った日時・条件条件の保管及び操作
ログを保管する機能

事前
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５特定個人情報ファイルの提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）
提供先1～74

番号法第１９条８号に基づく主務省令第２条の
表各項に基づき修正・追加

事前

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５特定個人情報ファイルの提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）
提供・移転の有無

［〇］提供を行っている（59件）　［〇］移転を行っ
ている（22件）

［〇］提供を行っている（74件）　［〇］移転を行っ
ている（28件）

事前

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５特定個人情報ファイルの提
供・移転（委託に伴うものを除
く。）
移転先1～28

番号法第１９条８号に基づく主務省令第２条の
表各項及び柏市個人番号利用及び特定個人
情報提供条例に基づき修正・追加

事前

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託．委託事項
３

税務システムの改修事業及びシステムの保全
管理

システム運用・保守 事前

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託．委託事項
３．①委託内容

・税制改正に対応し，システムの改修を委託
・磁気ディスクによる税務システム情報の保全
のために，特定個人情報ファイルの管理を委託
・システム障害に備えた代替システムの管理と
委託

システムの運用・保守業務、法制度改正に伴う
改修作業

事前

Ⅰ　基本情報
６．情報提供ネットワークによ
る情報連携
②法令上の根拠

第47条第2号ロ，第3号ロ，第4号ロ，第5号ロ，
第6号ロ，第7号ロ，第10号ロ及び第11号ロ　第
49条第1号及び第2号　第50条第2号イ，第3号
イ，第4号イ及び第5号イ　第51条第4号イ，第7
号及び第13号　第54条第1号ハ，第3号ハ及び
第4号ハ　第55条第1号ハ，第3号ハ及び第4号
ハ　第58条第1号イ及び第2号イ　第59条第1
号，第59条の4

＜照会ができる根拠規定＞
別表第二の主務省令　第２０条第１号，第２号，
第３号，第４号

＜提供ができる根拠規定＞
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条
の表（第１，２，３，４，５，７，１１，１３，１５，２０，
２８，３７，３９，４２，４８，４９，５３，５７，５８，５
９，６３，６５，６６，６９，７３，７５，７６，８１，８３，
８４，８６，８７，８８，８９，９０，９１，９２，９６，９
８，１０６，１０８，１１５，１２４，１２５，１２９，１３
０，１３２，１３７，１３８，１４０，１４１，１４２，１４
４，１４７，１５１，１５２，１５５，１５６，１５８，１６
０，１６１，１６３，１６４，１６５，１６６，１６７，１６
８，１６９，１７０，１７１，１７２，１７３項）

＜照会ができる根拠規定＞
番号法第１９条第８号に基づく主務省令第２条
の表第４８の項

事前

Ⅰ基本情報（別添１）事務の
内容

（追加） ＥＵＣシステムと庁内データ連携システムを追加 事前
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要６．特定個人情報の保
管・消去．③消去方法

＜ガバメントクラウドにおける措置＞を追加

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施される。地方公共団体の業務
データは国及びガバメントクラウドのクラウド事
業者にはアクセスが制御されているため特定個
人情報を消去することはない。
②クラウド事業者がHDDやSSDなどの記録装置
等を障害やメンテナンス等により交換する際に
データの復元がなされないよう，クラウド事業者
において，NIST 800-88，ISO/IEC27001等にし
たがって確実にデータを消去する。
③既存システムについては，地方公共団体が
委託した開発事業者が既存の環境からガバメ
ントクラウドへ移行することになるが，移行に際
しては，データ抽出及びクラウド環境へのデー
タ投入，並びに利用しなくなった環境の破棄等
を実施する。

事前

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目

(項目追加)

６３４．森林環境税，６３５．森林環境税（減免
分）．６３６．定額減税額（市民税）．６３７．定額
減税額（県民税）．６３８．定額減税可能額．６３
９．定額減税額．６４０．定額減税不足額．６４
１．国外居住（定額減税算出用）

事後

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要６．特定個人情報の保
管・消去．①保管場所

＜課内における措置＞
紙媒体による課税資料は，事務処理の段階ご
とに，課員以外が立ち入ることのできない事務
室内に保管場所を定めており，漏えい・紛失を
防止している。

＜住民税システムにおける措置＞
・セキュリティゲートにて入退館管理をしている
建物内のうち，さらに厳格な入退室管理を行っ
ている区画に設置したサーバ内に保管。（サー
バ室への入室は静脈認証）

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置しており，データセンターへの入館及
びサーバー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は，サーバー室に設置された
中間サーバーのデータベース内に保存され，
バックアップもデータベース上に保存される。

＜課内における措置＞
紙媒体による課税資料は，事務処理の段階ご
とに，課員以外が立ち入ることのできない事務
室内に保管場所を定めており，漏えい・紛失を
防止している。
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置しており，データセンターへの入館及
びサーバー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は，サーバー室に設置された
中間サーバーのデータベース内に保存され，
バックアップもデータベース上に保存される。
＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する
環境に設置し，設置場所のセキュリティ対策は
クラウド事業者が実施する。なお，クラウド事業
者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービ
ス事業者であり，セキュリティ管理策が適切に
実施されているほか，次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017，ISO/IEC27018 の認証を受け
ていること。
・日本国内でのデータ保管を条件としているこ
と。
②特定個人情報は，クラウド事業者が管理する
データセンター内のデータベースに保存され，
バックアップも日本国内に設置された複数の
データセンターのうち本番環境とは別のデータ
センター内に保存される。
＜データセンターにおける措置＞
・セキュリティゲートにて入退館管理をしている
建物内のうち，さらに厳格な入退室管理を行っ
ている区画に設置したサーバ内に保管。（サー
バ室への入室は静脈認証）

事前
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目

（追加）

６３４．地震保険支払額有無サイン，６３５．地震
保険支払額，６３６．条約適用利子等の額，６３
７．条約適用配当等の額，６３８．特例適用利子
等の額，６３９．特例適用配当等の額，６４０．森
林環境税（委託納付・免除前），６４１．森林環境
税（免除額），６４２．森林環境税（委託納付
額），６４３．森林環境税（委託納付・免除後），６
４４．強制非課税（森林環境税），６４５．計算非
課税（森林環境税），６４６．定額減税前所得割
（市民税）端数処理後，６４７．定額減税前所得
割（県民税）端数処理後，６４８．定額減税可能
額算出用国外居住人数，６４９．定額減税算出
用合計所得（内特用），６５０．定額減税可能
額，６５１．定額減税額，６５２．定額減税額
（市），６５３．定額減税額（県），６５４．定額減税
不足額，６５５．定額減税後所得割（市民税）端
数処理前，６５６．定額減税後所得割（県民税）
端数処理前，６５７．年金に係る定額減税前年
税額，６５７．通知年月日，６５８．通知事由，６５
９．納税通知書発送日，６６０．確定申告日，６６
１．１月１日離婚・再婚区分，６６２．住宅借入金
等特別控除_適用数，６６３．住宅借入金等特別
税額控除_特別控除区分（1回目），６６４．住宅
借入金等特別税額控除_居住開始年月日（2回
目），６６５．住宅借入金等特別税額控除_特別
控除区分（2回目），６６６．住宅借入金等特別税
額控除_摘要，６６７．外国税額控除余裕額（県）
６６８．外国税額控除余裕額（市町村），６６９．
外国税額控除限度額（県），６７０．外国税額控
除限度額（市町村），６７１．予納区分，６７２．予
納年月日，６７３．予納額，６７４．減免区分，６７
５．減免割合×10000，６７６．減免開始月，６７
７．減免開始期，６７８．減免決定通知日，６７
９．免除区分（森林環境税），６８０．免除開始月
（森林環境税）

事前

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目

（追加）

６８１．免除開始期（森林環境税），６８２．免除
決定通知日（森林環境税），６８３．合併前_市区
町村コード６８４．普徴1期_納期限，６８５．普徴2
期_納期限，６８６．普徴3期_納期限，６８７．普徴
4期_納期限，６８８．普徴5期_納期限，６８９．普
徴6期_納期限，６９０．普徴7期_納期限，６９１．
普徴8期_納期限，６９２．普徴9期_納期限，６９
３．普徴10期_納期限，６９４．普徴11期_納期
限，６９５．普徴12期_納期限，６９６．普徴現随_
納期限，６９７．通知年月日２（調定情報），６９
８．年金特徴4月_納期限，６９９．年金特徴6月_
納期限，７００．年金特徴8月_納期限，７０１．年
金特徴10月_納期限，７０２．年金特徴12月_納
期限，７０３．年金特徴2月_納期限，７０４．法定
納期限，７０５．法定納期限等，７０６．課税更正
日，７０７．更正事由，７０８．森林環境税普徴合
計（委託納付前），７０９．森林環境税普徴合計
（委託納付額），７１０．森林環境税普徴合計（委
託納付後），７１１．森林環境税特徴合計（委託
納付前），７１２．森林環境税特徴合計（委託納
付額），７１３．森林環境税特徴合計（委託納付
後），７１４．森林環境税年特合計（委託納付
後），７１５．森林環境税1期（委託納付前），７１
６．森林環境税2期（委託納付前），７１７．森林
環境税3期（委託納付前），７１８．森林環境税4
期（委託納付前），７１９．森林環境税5期（委託
納付前），７２０．森林環境税6期（委託納付
前），７２１．森林環境税7期（委託納付前），７２
２．森林環境税8期（委託納付前），７２３．森林
環境税9期（委託納付前），７２４．森林環境税10
期（委託納付前），７２５．森林環境税11期（委託
納付前），７２６．森林環境税12期（委託納付
前），７２７．森林環境税現随（委託納付前），７
２８．森林環境税1期（委託納付額），７２９．森
林環境税2期（委託納付額）

事前
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目

（追加）

７３０．森林環境税3期（委託納付額），７３１．森
林環境税4期（委託納付額），７３２．森林環境税
5期（委託納付額），７３３．森林環境税6期（委託
納付額），７３４．森林環境税7期（委託納付
額），７３５．森林環境税8期（委託納付額），７３
６．森林環境税9期（委託納付額），７３７．森林
環境税10期（委託納付額），７３８．森林環境税
11期（委託納付額），７３９．森林環境税12期（委
託納付額），７４０．森林環境税現随（委託納付
額），７４１．森林環境税1期（委託納付後），７４
２．森林環境税2期（委託納付後），７４３．森林
環境税3期（委託納付後），７４４．森林環境税4
期（委託納付後），７４５．森林環境税5期（委託
納付後），７４６．森林環境税6期（委託納付
後），７４７．森林環境税7期（委託納付後），７４
８．森林環境税8期（委託納付後），７４９．森林
環境税9期（委託納付後），７５０．森林環境税10
期（委託納付後），７５１．森林環境税11期（委託
納付後），７５２．森林環境税12期（委託納付
後），７５３．森林環境税現随（委託納付後），７
５４．森林環境税過随１（委託納付前），７５５．
森林環境税過随２（委託納付前），７５６．森林
環境税過随３（委託納付前），７５７．森林環境
税過随４（委託納付前），７５８．森林環境税過
随５（委託納付前），７５９．森林環境税過随６
（委託納付前），７６０．森林環境税過随７（委託
納付前），７６１．森林環境税過随１（委託納付
額），７６２．森林環境税過随２（委託納付額），
７６３．森林環境税過随３（委託納付額），７６４．
森林環境税過随４（委託納付額），７６５．森林
環境税過随５（委託納付額），７６６．森林環境
税過随６（委託納付額），７６７．森林環境税過
随７（委託納付額），７６８．森林環境税過随１
（委託納付後），７６９．森林環境税過随２（委託
納付後），７７０．森林環境税過随

事前

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目

（追加）

７７１．森林環境税過随４（委託納付後），７７２．
森林環境税過随５（委託納付後），７７３．森林
環境税過随６（委託納付後），７７４．森林環境
税過随７（委託納付後），７７５．森林環境税6月
（委託納付前），７７６．森林環境税7月（委託納
付前）７７７．森林環境税8月（委託納付前），７７
８．森林環境税9月（委託納付前），７７９．森林
環境税10月（委託納付前），７８０．森林環境税
11月（委託納付前），７８１．森林環境税12月（委
託納付前），７８２．森林環境税1月（委託納付
前），７８３．森林環境税2月（委託納付前），７８
４．森林環境税3月（委託納付前），７８５．森林
環境税4月（委託納付前），７８６．森林環境税5
月（委託納付前），７８７．森林環境税6月（委託
納付額），７８８．森林環境税7月（委託納付
額），７８９．森林環境税8月（委託納付額），７９
０．森林環境税9月（委託納付額），７９１．森林
環境税10月（委託納付額），７９２．森林環境税
11月（委託納付額），７９３．森林環境税12月（委
託納付額），７９４．森林環境税1月（委託納付
額），７９５．森林環境税2月（委託納付額），７９
６．森林環境税3月（委託納付額），７９７．森林
環境税4月（委託納付額），７９８．森林環境税5
月（委託納付額），７９９．森林環境税6月（委託
納付後），８００．森林環境税7月（委託納付
後），８０１．森林環境税8月（委託納付後），８０
２．森林環境税9月（委託納付後），８０３．森林
環境税10月（委託納付後），８０４．森林環境税
11月（委託納付後），８０５．森林環境税12月（委
託納付後），８０６．森林環境税1月（委託納付
後），８０７．森林環境税2月（委託納付後），８０
８．森林環境税3月（委託納付後），８０９．森林
環境税4月（委託納付後），８１０．森林環境税5
月（委託納付後）

事前
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目

（追加）

＜＜年金特別徴収情報＞＞（１．年金保険者用
整理番号1,２．年金区分,３．特徴義務者コード,
４．年金種類,５．年金額,６．所得税源泉徴収税
額,７．介護特徴依頼額,８．国保特徴依頼額,９．
後期特徴依頼額,１０．年金特徴依頼額１,１１．
年金特徴依頼額２,１２．特徴依頼日,１３．特徴
通知日,１４．未送付サイン,１５．中止異動日,１
６．中止事由,１７．中止月,１８．中止依頼日,１
９．中止通知日,２０．介護中止異動日,２１．介護
中止事由,２２．介護中止月,２３．介護中止依頼
日,２４．介護中止通知日,２５．４月仮徴収額,２
６．６月仮徴収額,２７．８月仮徴収額,２８．仮徴
収額変更日,２９．仮徴収額依頼日,３０．仮徴収
額変更区分,３１．仮徴収額変更後,３２．仮徴収
額変更前,３３．捕捉月,３４．捕捉異動日,３５．捕
捉特徴開始月,３６．捕捉依頼額１,３７．捕捉依
頼日,３８．捕捉開始通知日,３９．年金特徴判定
サイン,４０．確認済,４１．基礎年金番号,４２．資
料番号,４３．判定結果５月,４４．判定結果７月,４
５．市町村JISコード,４６．通知内容コード,４７．
各種区分,４８．処理結果,４９．年金保険用整理
番号2）

＜＜宛名情報＞＞（１．宛名番号，２．宛先区
分，３．宛先名カナ，４．宛先名漢字，５．性別，
６．生年月日，７．続柄コード，８．郵便番号，９．
住所コード，１０．住所カナ，１１．番地カナ，１
２．方書カナ，１３．様方カナ，１４．住所漢字，１
５．番地漢字，１６．方書漢字，１７．様方漢字，
１８．世帯処理番号，１９．行政区，２０．住定
日，２１．住定事由，２２．住民となった日，２３．
住民となった事由　，２４．消除日，２５．消除事
由，２６．転出予定日，２７．転出確定日，２８．
異動日，２９．送付先宛先名，３０．送付先住
所，３１．電話番号，３２．個人番号，３３．送付
先宛名番号）

事前

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目

（追加）

８１１．森林環境税仮徴収4月，８１２．森林環境
税仮徴収6月，８１３．森林環境税仮徴収8月，８
１４．森林環境税本徴収10月，８１５．森林環境
税本徴収12月，８１６．森林環境税本徴収2月，
８１７．森林環境税翌年4月，８１８．森林環境税
翌年6月，８１９．森林環境税翌年8月，８２０．合
計所得（所得税），８２１．給与所得（所得税），８
２２．公的年金等所得（所得税）
８２３．雑計（所得税），８２４．利子所得（所得
税），８２５．配当株式等（所得税），８２６．配当
信託（所得税），８２７．配当外貨建（所得税），８
２８．配当その他（所得税），８２９．株式等少額
配当，８３０．信託少額配当，８３１．外貨建少額
配当，８３２．配当その他少額配当，８３３．所得
金額調整控除額（所得税），８３４．所得金額調
整控除額（子ども等）（所得税），８３５．所得金
額調整控除額（年金等）（所得税），８３６．雑損
控除（所得税），８３７．雑損　損害金額，８３８．
雑損　補填額，８３９．雑損　災害関連支出額，
８４０．医療費控除（所得税），８４１．医療費　支
払額，８４２．医療費　補填額，８４３．所得控除
計（所得税），８４４．総所得課標（所得税），８４
５．特例肉用牛課標（所得税），８４６．山林課標
（所得税），８４７．退職課標（所得税），８４８．短
期一般課標（所得税），８４９．短期軽減課標（所
得税），８５０．長期一般課標（所得税），８５１．
長期特定課標（所得税），８５２．長期軽課課標
（所得税），８５３．一般株式等譲渡課標（所得
税），８５４．上場株式等譲渡課標（所得税），８
５５．上場株式等配当課標（所得税），８５６．先
物取引課標（所得税），８５７．勤続年数，８５８．
就職日，８５９．減免による切捨端数

事前

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目

（追加）

＜＜１月１日世帯情報＞＞（１．処理番号，２．
世帯番号，３．宛名番号，４．区分，５．検索用カ
ナ，６．氏名カナ，７．氏名漢字，８．通称名漢
字，９．住所コード，１０．住所カナ，１１．番地カ
ナ，１２．方書カナ，１３．住所漢字，１４．番地漢
字，１５．方書漢字，１６．生年月日，１７．性別，
１８．１／１現在年齢，１９．世帯主サイン，２０．
世帯主宛名番号，２１．続柄，２２．員番，２３．
個人番号）

事前
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策，７．特定個人情報の保
管・消去，リスク１：特定個人
情報の漏えい・滅失・毀損リス
ク，⑤物理的対策　具体的な
対策の内容

＜ガバメントクラウドにおける措置＞を追加

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①ガバメントクラウドについては政府情報システ
ムのセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録さ
れたクラウドサービスから調達することとしてお
り，システムのサーバー等は，クラウド事業者
が保有・管理する環境に構築し，その環境には
認可された者だけがアクセスできるよう適切な
入退室管理策を行っている。
②事前に許可されていない装置等に関しては，
外部に持出できないこととしている。

事前

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策，５．特定個人情報の提
供・移転，リスク１：不正な提
供・移転が行われるリスク，特
定個人情報の提供・移転の記
録　具体的な方法

・ｅＬＴＡＸシステム，国税連携システムとのデー
タ連携システムにおいて，操作した動作記録
（ユーザＩＤ，日時，該当者，動作目的など）を残
している。
・共用データベースシステムを使用して，データ
連携している場合は操作した動作記録（ユーザＩ
Ｄ，日時，該当者，動作目的など）を残してい
る。
・記録した情報は，特定個人情報の保管期間の
定めのとおり管理・保管する。

・ｅＬＴＡＸシステム，国税連携システムとのデー
タ連携システムにおいて，操作した動作記録
（ユーザＩＤ，日時，該当者，動作目的など）を残
している。
・庁内データ連携システム等を使用して，データ
連携している場合は操作した動作記録（ユーザＩ
Ｄ，日時，該当者，動作目的など）を残してい
る。
・記録した情報は，特定個人情報の保管期間の
定めのとおり管理・保管する。

事前

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策，５．特定個人情報の提
供・移転，リスク３：誤った情
報・移転をしてしまうリスク、
誤った相手に提供・移転してし
まうリスク，リスクに対する措
置の内容

・国税庁（国税連携システム），一般社団法人地
方税電子化協議会（ｅＬＴＡＸシステム）の連携に
ついては，限定された環境で行い，また情報の
提供・収受についても，あらかじめ定められた方
法で行っているために誤った情報，誤った相手
とやり取りすることがない。
・共用データベースシステムを使用するデータ
は，予め定めた仕様に基づきデータ提供・収受
をしているため，誤った情報，誤った相手とやり
取りすることがない。
・情報連携する相手先は法令で定められた機
関又は市が認めた機関に限定している。また，
相手先との通信では相互認証を行い，認証でき
ない相手先との連携は認めない。

・国税庁（国税連携システム），一般社団法人地
方税電子化協議会（ｅＬＴＡＸシステム）の連携に
ついては，限定された環境で行い，また情報の
提供・収受についても，あらかじめ定められた方
法で行っているために誤った情報，誤った相手
とやり取りすることがない。
・庁内データ連携システム等を使用するデータ
は，予め定めた仕様に基づきデータ提供・収受
をしているため，誤った情報，誤った相手とやり
取りすることがない。
・情報連携する相手先は法令で定められた機
関又は市が認めた機関に限定している。また，
相手先との通信では相互認証を行い，認証でき
ない相手先との連携は認めない。

事前

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目

（追加）

<<収納情報>>（1.税目，2.納税義務者番号，3.
所有者宛名番号，4.特徴の納期特例，5.決定延
滞金額計，6.期別数，7.課税年度，8.納税管理
人番号，9.延滞金減免率，10.納付すべき督促
手数料計，11.通知書番号，12.調定年度，13.決
算済欠損済サイン，14.更正事由コード，15.更
正決定年月日，16.課税対象年度，17.課税額
計，18.更正発生日）

<<口座情報>>（1.宛名番号，2.振替税目，3.銀
行番号，4.支店番号，5.科目，6.口座番号，7.名
義人，8.電話番号区分，9.電話番号，10.受付番
号，12.受付場所，13.受付年月日，14.申込年月
日，15.課税番号，16.開始年月日，17.停止理
由，18.停止年月日，19.開始年度，20.開始期
別，21.振替区分）

事前
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策，７．特定個人情報の保
管・消去，リスク３：特定個人
情報が消去されずいつまでも
存在するリスク，消去手順　手
順の内容

＜ガバメントクラウドにおける措置＞を追加

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
データの復元がなされないよう，クラウド事業者
において，NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準
拠したプロセスにしたがって確実にデータを消
去する。

事前

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策，７．特定個人情報の保
管・消去，リスク１：特定個人
情報の漏えい・滅失・毀損リス
ク，⑤技術的対策　具体的な
対策の内容

＜ガバメントクラウドにおける措置＞を追加

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①国及びクラウド事業者は利用者のデータにア
クセスしない契約等となっている。
②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団
体情報システムのガバメントクラウドの利用に
関する基準【第1.0版】」（令和４年１０月　デジタ
ル庁。以下「利用基準」という。）に規定する
「ASP」をいう。以下同じ。)又は及びガバメントク
ラウド運用管理補助者（利用基準に規定する
「ガバメントクラウド運用管理補助者」をいう。以
下同じ。）は，ガバメントクラウドが提供するマ
ネージドサービスにより，ネットワークアクティビ
ティ，データアクセスパターン，アカウント動作等
について継続的にモニタリングを行うとともに，
ログ管理
を行う。
③クラウド事業者は，ガバメントクラウドに対す
るセキュリティの脅威に対し，脅威検出やDDos
対策を24時間365日講じる。
④クラウド事業者は，ガバメントクラウドに対し，
ウイルス対策ソフトを導入し，パターンファイル
の更新を行う。
⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメント
クラウド運用管理補助者は，導入しているOS及
びミドルウエアについて，必要に応じてセキュリ
ティパッチの適用を行う。
⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有す
るシステムを構築する環境は，インターネットと
は切り離された閉域ネットワークで構成する。
⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド
運用管理補助者の運用保守地点からガバメン
トクラウドへの接続については，閉域ネットワー
クで構成する。
⑧地方公共団体が管理する業務データは，国
及びクラウド事業者がアクセスできないよう制
御を講じる。

事前

＜ガバメントクラウドにおける措置＞を追加

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウド上での業務データの取扱い
については，当該業務データを保有する地方公
共団体及びその業務データの取扱いについて
委託を受けるASP及びガバメントクラウド運用管
理補助者が責任を有する。
ガバメントクラウド上での業務アプリケーション
の運用等に障害が発生する場合等の対応につ
いては，原則としてガバメントクラウドに起因す
る事象の場合は，国はクラウド事業者と契約す
る立場から，その契約を履行させることで対応
する。また，ガバメントクラウドに起因しない事
象の場合は，地方公共団体に業務アプリケー
ションサービスを提供するASP及びガバメントク
ラウド運用管理補助者が対応するものとする。
具体的な取扱いについて疑義が生じる場合は，
地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協議
を行う。

Ⅳ　その他のリスク対策，１．
監査，②監査　具体的な内容

＜ガバメントクラウドにおける措置＞を追加

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウドについては政府情報システム
のセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録され
たクラウドサービスから調達することとしており，
ISMAPにおいて，クラウドサービス事業者は定
期的にISMAP監査機関リストに登録された監査
機関による監査を行うこととしている。

事前

事前
Ⅳ　その他のリスク対策，１．
監査，③その他のリスク対策
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム３③

［　］その他（　　　　　　　） ［〇］その他（申請管理システム） 事前

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム２③

［　］その他（　　　　　　　） ［〇］その他（申請管理システム） 事前

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム１③

［〇］その他（中間サーバー，コンビニ交付シス
テム）

［〇］その他（中間サーバー，コンビニ交付シス
テム，申請管理システム）

事前

Ⅰ　基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

【概要】
・地方税法に基づき，収集した課税資料を基に
住民税額を計算し賦課する。
・住民からの申請に基づき，住民税情報から各
種証明書を発行する。
【処理の流れ】
①国税庁・税務署・企業・年金保険者・他自治
体から課税資料（電子データ）を取得する。
②住民・企業から課税資料（紙媒体）を取得す
る。
③取得した課税資料の一部を委託業者に提供
して電子データ化し，申告受付システムに取り
込む。
④③で取り込んだデータを委託業者に提供し
て，賦課情報の作成を行う。
⑤賦課に必要な情報（生活保護・障害等）を照
会し取得する（対象者が市内在住の場合は宛
名システム経由，市外在住の場合は中間サー
バー経由）。
⑥住民登録がない者の情報を住基ネット経由
で取得する。
⑦委託業者に賦課情報を提供して，税額通知
書を作成する。
⑧課税決定者・年金保険者・各企業へ税額を通
知する。
⑨他自治体の資料については当該自治体へ回
送する。
⑩作成された賦課情報を中間サーバーに登録
する（提供）。
⑪作成された賦課情報を庁内他課へ移転す
る。
⑫賦課情報に基づき，申請に応じて課税証明
書等を発行する。
⑬他自治体等からの照会に回答する。

【概要】
・地方税法に基づき，収集した課税資料を基に
住民税額を計算し賦課する。
・住民からの申請に基づき，住民税情報から各
種証明書を発行する。
【処理の流れ】
①住民・国税庁・税務署・企業・年金保険者・他
自治体から課税資料（電子データ・紙媒体）を取
得する。
②取得した課税資料の一部を委託業者に提供
して電子データ化し，申告受付システムに取り
込む。
③②で取り込んだデータを委託業者に提供し
て，賦課情報の作成を行う。
④賦課に必要な情報（生活保護・障害等）を照
会し取得する（対象者が市内在住の場合は宛
名システム経由，市外在住の場合は中間サー
バー経由）。
⑤住民登録がない者の情報を住基ネット経由
で取得する。
⑥委託業者に賦課情報を提供して，税額通知
書を作成する。
⑦課税決定者・年金保険者・各企業へ税額を通
知する。
⑧他自治体の資料については当該自治体へ回
送する。
⑨作成された賦課情報を中間サーバーに登録
する（提供）。
⑩作成された賦課情報を庁内他課へ移転す
る。
⑪賦課情報に基づき，申請に応じて課税証明
書等を発行する。
⑫他自治体等からの照会に回答する。

事前

Ⅳ　評価実施手続
３．第三者点検
③結果

・従業者が事務外で使用するリスク対策につい
て
アクセスログ管理を行っているが，ログ解析の
結果，不審なアクセス行動があった場合，自動
的に検知しアラートが出るなどの対策を検討す
ること。

Ⅳ　評価実施手続
３．第三者点検
①実施日

令和元年１１月８日及び２８日

Ⅳ　評価実施手続
３．第三者点検
②方法

既存の審議会の中に，情報処理専門の委員を
含む部会を設け，リスク対策を中心に評価書の
記載内容の点検を受けた。

Ⅳ　評価実施手続
１．基礎項目評価
①実施日

令和元年7月22日
その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

その他の項目の変更であり事
前の提出・公表が義務付けら
れないため。

削除 事前

削除 事前

Ⅳ　評価実施手続
２．国民・住民等からの意見の
聴取
②実施日・期間

令和元年８月２０日（火）から令和元年９月１９
日（木）まで

令和６年８月９日（金）から令和６年９月９日
（月）まで

事後

削除 事前

2024/7/19 事後
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託

委託事項８を追加 事前

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの
取扱いの委託
委託の有無

（　　７）件 （　　８）件 事前

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
３．特定個人情報の入手・使
用
②入手方法

［　］その他（　　　　　　　） ［〇］その他（マイナポータル申請管理） 事前

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
（別添１）事務の内容

システム１７～１９を追加 事前

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム

システム１７～１９を追加 事前

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム７③

［　］その他（　　　　　　　） ［〇］その他（申請管理システム） 事前

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム６③

［　］その他（　　　　　　　） ［〇］その他（申請管理システム） 事前

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム６②

１．年金特徴に関する機能
　eLTAXシステムより出力した団体回付データ
の取込みと団体回付データの作成を行う。
２．eLTAX申告データに関する機能
　eLTAXシステムより出力した申告データの取
込処理，帳票印刷，申告受付システムデータへ
の変換を行う。
３．国税連携データに関する機能
　国税連携システムより出力した国税連携デー
タの取込処理，帳票印刷，画像ファイル作成，
申告受付システムデータへの変換を行う。
４．給与支払報告書データ（光ディスク等）に関
する機能
　企業等から送付された給与支払報告書データ
（光ディスク等）の取込処理，帳票印刷，画像
ファイル作成，申告受付システムデータへの変
換を行う。

１．年金特徴に関する機能
　eLTAXシステムより出力した団体回付データ
の取込みと団体回付データの作成を行う。
２．eLTAX申告データに関する機能
　eLTAXシステムより出力した申告データの取
込処理，帳票印刷，申告受付システムデータへ
の変換を行う。
３．国税連携データに関する機能
　国税連携システムより出力した国税連携デー
タの取込処理，帳票印刷，画像ファイル作成，
申告受付システムデータへの変換を行う。
４．給与支払報告書データ（光ディスク等）に関
する機能
　企業等から送付された給与支払報告書データ
（光ディスク等）の取込処理，帳票印刷，画像
ファイル作成，申告受付システムデータへの変
換を行う。
５．申請管理システムに関する機能
　住民からの電子申告の取込処理，帳票印刷，
画像ファイル作成，申告受付システムデータへ
の変換を行う。

事前
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク３　入手の際の本人確
認の措置の内容

・住民からの申告情報の入手については、本人
の個人番号カード又は通知カード，身分証明書
の提示や窓口での聞き取りに基づき，宛名管
理システム等と照合することにより個人番号の
真正性確認を行っている。
・他団体からの申告情報の入手については，1
件ごとに基本4情報に基づいて柏市の課税対象
者と合致するかを確認している。

・住民からの申告情報の入手については，本人
の個人番号カード又は通知カード，身分証明書
の提示や窓口での聞き取り，個人番号付電子
申請データの受信に基づき，宛名管理システム
等と照合することにより個人番号の真正性確認
を行っている。
・他団体からの申告情報の入手については，1
件ごとに基本4情報に基づいて柏市の課税対象
者と合致するかを確認している。

事前

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク３　特定個人情報の正
確性確保の措置の内容

・入手した情報については，窓口での聞き取り
や添付書類との照合等を通じて確認することで
正確性を確保している。
・職員にて収集した情報に基づいて、間違いが
あれば職権で適宜修正することで正確性を確
保している。

・入手した情報については，窓口での聞き取り
や添付書類との照合等を通じて確認することで
正確性を確保している。
・職員にて収集した情報に基づいて，間違いが
あれば職権で適宜修正することで正確性を確
保している。
・個人番号カード内の記憶領域に格納された個
人番号を申請フォームに自動転記を行うことに
より，不正確な個人番号の入力を抑止する措置
を講じている。

事前

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク２　リスクに対する措置
の内容

・企業及び年金保険者からの支払報告書の情
報は，専用線を経由して入手するとともに，外
部媒体の使用を必要最低限に制限し，詐取・奪
取が行われないようにしている。
・住民から申告書を入手する際には，賦課の資
料となる旨を説明する。

・企業及び年金保険者からの支払報告書の情
報は，専用線を経由して入手するとともに，外
部媒体の使用を必要最低限に制限し，詐取・奪
取が行われないようにしている。
・住民から申告書を入手する際には，賦課の資
料となる旨を説明する。
・住民が個人住民税申告ポータルから個人番
号付電子申請データを送信するためには，個人
番号カードの署名用電子証明書による電子署
名を付すこととなり，のちに署名検証も行われ
るため，本人からの情報のみが送信される。
・申請データは，マイナポータル申請管理以外
の方法では入手できない。
・システムを利用する職員を限定し，利用者権
限を設定することによって入手可能な情報に制
限をかける。

事前

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク３　入手の際の本人確
認の措置の内容

・住民からの申告情報の入手については、本人
の個人番号カード又は通知カード，身分証明書
等の提示（郵送の場合は写しの添付）や窓口で
の聞き取りにより，本人確認を行う。

・住民からの申告情報の入手については，本人
の個人番号カード又は通知カード，身分証明書
等の提示（郵送の場合は写しの添付）や窓口で
の聞き取りにより，本人確認を行う。また，電子
申告の場合は，住民が個人住民税申告ポータ
ルからマイナポータル申請管理へ個人番号付
電子申請データを送信するにあたり，個人番号
カードの署名用電子証明書による電子署名を
付与する措置が取られている。

事前

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク１　対象者以外の情報
の入手を防止するための措置
の内容

・住民からの申告情報の入手については、本人
の個人番号カード又は通知カード，身分証明書
の提示や窓口での聞き取りにより，本人確認を
行い，対象者であることを確認している。また，
代理人による申告の場合には，代理人が住民
票上同世帯にいる場合は，身分証明書の提示
等で代理人の身元確認を行い，それ以外の代
理人の場合には，身分証明書の提示等とともに
委任状の提示を求め，代理権及び代理人の身
元確認を行った上で，申告者本人の番号確認
を行い対象者以外の情報の入手を防止してい
る。
・住民税申告を受け付ける際は，申告者本人の
住所・氏名（カナ）・生年月日の印字された申告
書用紙を使用するとともに，漢字氏名を記入さ
せることにより，申請者が代理人であっても，当
該用紙に記入する内容は申告者本人の情報で
あることを事前に注意喚起している。
・他団体からの申告情報の入手については，1
件ごとに基本4情報に基づいて柏市の課税対象
者と合致するかを確認している。

・住民からの申告情報の入手については、本人
の個人番号カード又は通知カード，身分証明書
の提示や窓口での聞き取りにより，本人確認を
行い，対象者であることを確認している。また，
代理人による申告の場合には，代理人が住民
票上同世帯にいる場合は，身分証明書の提示
等で代理人の身元確認を行い，それ以外の代
理人の場合には，身分証明書の提示等とともに
委任状の提示を求め，代理権及び代理人の身
元確認を行った上で，申告者本人の番号確認
を行い対象者以外の情報の入手を防止してい
る。
・住民税申告を受け付ける際は，申告者本人の
住所・氏名（カナ）・生年月日の印字された申告
書用紙を使用するとともに，漢字氏名を記入さ
せることにより，申請者が代理人であっても，当
該用紙に記入する内容は申告者本人の情報で
あることを事前に注意喚起している。
・他団体からの申告情報の入手については，1
件ごとに基本4情報に基づいて柏市の課税対象
者と合致するかを確認している。
・申請時に個人番号付電子申請データに電子
証明書を付与することで，本人以外のなりすま
しを防止する。

事前

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク１　必要な情報以外を入
手することを防止するための
措置の内容

・他団体からの申告情報の入手については，あ
らかじめ定められたインタフェースに基づいて情
報を取得するため，必要な情報以外を入手する
ことはない。
・住民からの申告情報の入手については，必要
な情報のみを記載する様式とし，必要な情報以
外は記載しないようにしている。

・他団体からの申告情報の入手については，あ
らかじめ定められたインタフェースに基づいて情
報を取得するため，必要な情報以外を入手する
ことはない。
・住民からの申告情報の入手については，必要
な情報のみを記載・入力する様式とし，必要な
情報以外を入手することはない。

事前
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提出時期に係る説明変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク３　手順の内容

・保存期間を過ぎたシステム上の特定個人情報
については，当該事務所管部署の所属長の責
任で消去を行う。また，当該消去を行った旨を
文書主管課長に報告する。
・消去の際には，規定に基づき対象のデータを
特定し，消去漏れのないよう所管部署が確認を
する。消去前にデータバックアップを行い，誤っ
た消去が判明した場合は当該バックアップデー
タより復元する。バックアップデータは作業完了
後に消去する。確認は消去完了報告書で行う。
・保存期間を過ぎた申請書・帳票等紙媒体の特
定個人情報については，当該事務所管部署の
所属長が文書主管課長に廃棄を依頼する。文
書主管課は当該文書について，外部業者によ
る溶解処理を行い廃棄する。

・保存期間を過ぎたシステム上の特定個人情報
については，当該事務所管部署の所属長の責
任で消去を行う。また，当該消去を行った旨を
文書主管課長に報告する。
・消去の際には，規定に基づき対象のデータを
特定し，消去漏れのないよう所管部署が確認を
する。消去前にデータバックアップを行い，誤っ
た消去が判明した場合は当該バックアップデー
タより復元する。バックアップデータは作業完了
後に消去する。確認は消去完了報告書で行う。
・保存期間を過ぎた申請書・帳票等紙媒体の特
定個人情報については，当該事務所管部署の
所属長が文書主管課長に廃棄を依頼する。文
書主管課は当該文書について，外部業者によ
る溶解処理を行い廃棄する。
・個人番号付電子申請データについては，マイ
ナポータル申請管理から申請管理システムへ
の取込期限を５営業日までとしている。取込期
限を経過した個人番号付電子申請データにつ
いては，自動消去される。

事前

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
５．特定個人情報の提供・移
転（委託や情報提供ネット
ワークシステムを通じた提供
を除く。）
リスク３　誤った情報を提供・
移転してしまうリスク、誤った
相手に提供・移転してしまうリ
スク　リスクに対する措置の内
容

・国税庁（国税連携システム），一般社団法人地
方税電子化協議会（ｅＬＴＡＸシステム）の連携に
ついては，限定された環境で行い，また情報の
提供・収受についても，あらかじめ定められた方
法で行っているために誤った情報，誤った相手
とやり取りすることがない。
・庁内データ連携システム等を使用するデータ
は，予め定めた仕様に基づきデータ提供・収受
をしているため，誤った情報，誤った相手とやり
取りすることがない。
・情報連携する相手先は法令で定められた機
関又は市が認めた機関に限定している。また，
相手先との通信では相互認証を行い，認証でき
ない相手先との連携は認めない。

・国税庁（国税連携システム），一般社団法人地
方税電子化協議会（ｅＬＴＡＸシステム）の連携，
申請管理システムについては，限定された環境
で行い，また情報の提供・収受についても，あら
かじめ定められた方法で行っているために誤っ
た情報，誤った相手とやり取りすることがない。
・庁内データ連携システム等を使用するデータ
は，予め定めた仕様に基づきデータ提供・収受
をしているため，誤った情報，誤った相手とやり
取りすることがない。
・情報連携する相手先は法令で定められた機
関又は市が認めた機関に限定している。また，
相手先との通信では相互認証を行い，認証でき
ない相手先との連携は認めない。

事前

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１⑥　具体的な対策の
内容

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバー・プラットフォームではＵＴＭ（コ
ンピュータウイルスやハッキングなどの脅威か
らネットワークを効率的かつ包括的に保護する
装置）等を導入し，アクセス制限、侵入検知及
び侵入防止を行うとともに，ログの解析を行う。
②中間サーバー・プラットフォームでは、ウイル
ス対策ソフトを導入し，パターンファイルの更新
を行う。
③導入しているＯＳ及びミドルウェアについて，
必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバー・プラットフォームではＵＴＭ（コ
ンピュータウイルスやハッキングなどの脅威か
らネットワークを効率的かつ包括的に保護する
装置）等を導入し，アクセス制限，侵入検知及
び侵入防止を行うとともに，ログの解析を行う。
②中間サーバー・プラットフォームでは，ウイル
ス対策ソフトを導入し，パターンファイルの更新
を行う。
③導入しているＯＳ及びミドルウェアについて，
必要に応じてセキュリティパッチの適用を行う。
④マイナポータル申請管理との接続には，
LGWAN回線を用いることで外部からの盗聴，漏
えい等が起こらないようにする。また，通信自体
も暗号化している。また，LGWAN回線接続端末
へのウイルス検出ソフトウェア等の導入により，
ウイルス定義ファイルの定期的な更新およびウ
イルスチェックを行い，マルウェア検出を行う。

事前

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
２．特定個人情報の入手（情
報提供ネットワークシステムを
通じた入手を除く。）
リスク４　入手の際に特定個
人情報が漏えい・紛失するリ
スク

・外部媒体を使用せず，紛失を防止している。
・紙媒体による課税資料は，事務処理の段階ご
とに事務室内に保管場所を定めており，漏え
い・紛失を防止している。
・職員間で周知を行い，共通認識を図ってい
る。

・外部媒体を使用せず，紛失を防止している。
・紙媒体による課税資料は，事務処理の段階ご
とに事務室内に保管場所を定めており，漏え
い・紛失を防止している。
・職員間で周知を行い，共通認識を図ってい
る。
・マイナポータル申請管理と地方公共団体との
間は，LGWAN回線を用いた暗号化通信を行う
ことで，外部からの盗聴，漏えい等が起こらない
ようにしており，さらに通信自体も暗号化してい
る。

事前

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
５．特定個人情報の提供・移
転（委託や情報提供ネット
ワークシステムを通じた提供
を除く。）
リスク１　不正な提供・移転が
行われるリスク　具体的な方
法

・ｅＬＴＡＸシステム，国税連携システムとのデー
タ連携システムにおいて，操作した動作記録
（ユーザＩＤ，日時，該当者，動作目的など）を残
している。
・庁内データ連携システム等を使用して，データ
連携している場合は操作した動作記録（ユーザＩ
Ｄ，日時，該当者，動作目的など）を残してい
る。
・記録した情報は，特定個人情報の保管期間の
定めのとおり管理・保管する。

・ｅＬＴＡＸシステム，国税連携システムとのデー
タ連携システム，申請管理システムにおいて，
操作した動作記録（ユーザＩＤ，日時，該当者，
動作目的など）を残している。
・庁内データ連携システム等を使用して，データ
連携している場合は操作した動作記録（ユーザＩ
Ｄ，日時，該当者，動作目的など）を残してい
る。
・記録した情報は，特定個人情報の保管期間の
定めのとおり管理・保管する。

事前
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